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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の種類のコンテンツと、第２の種類のコンテンツとを出力可能な情報処理装置にお
いて、
　前記第１の種類のコンテンツおよび前記第２の種類のコンテンツの特徴を取得する取得
手段と、
　前記情報処理装置が出力していた前記第１の種類の出力済みのコンテンツと、前記第１
の種類の出力済みのコンテンツを前記情報処理装置が出力していた時間帯において、前記
第１の種類の出力済みのコンテンツと共に使用されていた第２の種類の出力済みのコンテ
ンツとの関連を示す1以上の関連性情報からなる履歴情報を生成する履歴情報生成手段と
、
　前記履歴情報生成手段により生成された前記履歴情報を１以上記憶する履歴情報記憶手
段と、
　前記第２の種類のコンテンツを１以上記憶するコンテンツ記憶手段と、
　前記第１の種類の新たなコンテンツの特徴と、前記関連性情報として前記履歴情報記憶
手段に記憶されている１以上の前記第１の種類の出力済みのコンテンツの特徴との類似度
を演算し、前記関連性情報として前記履歴情報記憶手段に記憶されている前記第２の種類
の出力済みのコンテンツのうち、前記類似度が閾値以上の前記特徴を有する前記第１の種
類の出力済みのコンテンツに対応する前記第２の出力済みコンテンツを、前記第１の種類
の新たなコンテンツの出力中共に出力される前記第２の種類のコンテンツとして決定する
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決定手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記履歴情報生成手段は、前記第１の種類の前記出力済みのコンテンツの特徴を示す第
１の特徴情報と、前記第１の種類の前記出力済みのコンテンツの出力中共に前記情報処理
装置から出力されていた前記第２の種類の出力済みのコンテンツの特徴を示す第２の特徴
情報とを少なくとも含む履歴情報を生成し、
　前記決定手段は、
　　前記履歴情報記憶手段に記憶されている１以上の前記履歴情報のそれぞれの中から、
前記第１の種類の前記新たなコンテンツの特徴を示す特徴情報と同一のまたは類似する前
記第１の特徴情報を含む前記履歴情報を１以上選択し、
　　選択された１以上の前記履歴情報のそれぞれに含まれている前記第２の特徴情報のそ
れぞれにより特定される前記第２の種類のコンテンツを、前記第１の種類の新たなコンテ
ンツの出力中共に出力される前記第２の種類のコンテンツとして決定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記履歴情報生成手段は、
　　前記情報処理装置のユーザのコンテクストを示すコンテクスト情報を取得するコンテ
クスト情報取得手段を備え、
　　前記第１の種類の前記出力済みのコンテンツの特徴を示す第１の特徴情報と、前記第
１の種類の前記出力済みのコンテンツの出力時点における前記ユーザのコンテクストを示
す第１のコンテクスト情報とを少なくとも含む第１の履歴情報と、
　　前記第２の種類の出力済みのコンテンツの特徴を示す第２の特徴情報と、前記第２の
種類の前記出力済みのコンテンツの出力時点における前記ユーザのコンテクストを示す第
２のコンテクスト情報とを少なくとも含む第２の履歴情報とをそれぞれ生成し、
　前記履歴情報記憶手段は、前記第１の履歴情報と前記第２の履歴情報とを記憶し、
　前記決定手段は、
　　前記履歴情報記憶手段に記憶されている１以上の前記第１の履歴情報のそれぞれの中
から、前記第１の種類の前記新たなコンテンツの特徴を示す特徴情報と同一のまたは類似
する前記第１の特徴情報を含む前記第１の履歴情報を１以上選択し、
　　選択された１以上の前記履歴情報のそれぞれに含まれている前記第１のコンテクスト
情報を取得し、
　　前記履歴情報記憶手段に記憶されている１以上の前記第２の履歴情報のそれぞれの中
から、取得された前記第１のコンテクスト情報と同一のまたは類似する前記第２のコンテ
クスト情報を含む前記第２の履歴情報を１以上選択し、
　　選択された１以上の前記第２の履歴情報のそれぞれに含まれている前記第２の特徴情
報のそれぞれにより特定される前記第２の種類のコンテンツを、前記第１の種類の新たな
コンテンツの出力中共に出力される前記第２の種類のコンテンツとして決定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　ユーザに利用される前記情報処理装置以外の他のユーザが利用する他の装置から送信さ
れてくる、前記他のユーザのコンテクストを示す第１のコンテクスト情報が付加された前
記第１の種類のコンテンツを受信する受信手段をさらに備え、
　前記履歴情報生成手段は、
　　前記情報処理装置のユーザのコンテクストを示すコンテクスト情報を取得するコンテ
クスト情報取得手段を備え、
　　前記第１の種類の前記出力済みのコンテンツの特徴を示す第１の特徴情報と、前記第
１の種類の前記出力済みのコンテンツの出力時点における前記ユーザのコンテクストを示
す第２のコンテクスト情報とを少なくとも含む第１の履歴情報と、
　　前記第１の種類の前記出力済みのコンテンツの特徴を示す第１の特徴情報と、前記第
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１の種類の前記出力済みのコンテンツの出力中共に前記情報処理装置から出力されていた
前記第２の種類の出力済みのコンテンツの特徴を示す第２の特徴情報とを少なくとも含む
第２の履歴情報とをそれぞれ生成し、
　前記履歴情報記憶手段は、前記第１の履歴情報と前記第２の履歴情報とを記憶し、
　前記決定手段は、
　　前記履歴情報記憶手段に記憶されている１以上の前記第１の履歴情報のそれぞれの中
から、前記受信手段により受信された前記第１の種類の前記新たなコンテンツに付加され
ている前記第１のコンテクスト情報と同一のまたは類似する前記第２のコンテクスト情報
を含む前記第１の履歴情報を１以上選択し、
　　選択された１以上の前記履歴情報のそれぞれに含まれている前記第１の特徴情報を取
得し、
　　前記履歴情報記憶手段に記憶されている１以上の前記第２の履歴情報のそれぞれの中
から、取得された前記第１の特徴情報と同一のまたは類似する前記第２の特徴情報を含む
前記第２の履歴情報を１以上選択し、
　　選択された１以上の前記第２の履歴情報のそれぞれに含まれている前記第２の特徴情
報のそれぞれにより特定される前記第２の種類のコンテンツを、前記第１の種類の新たな
コンテンツの出力中共に出力される前記第２の種類のコンテンツとして決定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　第１の種類のコンテンツと、第２の種類のコンテンツとを出力可能であって、
　前記第１の種類のコンテンツおよび前記第２の種類のコンテンツの特徴を取得する取得
手段と、
　前記第２の種類のコンテンツを１以上記憶する第１の記憶手段と、
　履歴情報を記憶する第２の記憶手段と
　を備える情報処理装置の情報処理方法において、
　前記情報処理装置が出力していた前記第１の種類の出力済みのコンテンツと、前記第１
の種類の出力済みのコンテンツを前記情報処理装置が出力していた時間帯において、前記
第１の種類の出力済みのコンテンツと共に使用されていた第２の種類の出力済みのコンテ
ンツとの関連を示す1以上の関連性情報からなる前記履歴情報を生成する履歴情報生成ス
テップと、
　前記履歴情報生成ステップの処理により前記履歴情報が生成される毎に、その履歴情報
を前記第２の記憶手段に記憶させることを制御する履歴情報記憶制御ステップと、
　前記第１の種類の新たなコンテンツの特徴を取得する取得ステップと、
　前記第１の種類の新たなコンテンツの特徴と、前記関連情報として前記第２の記憶手段
に記憶されている１以上の前記第１の種類の出力済みのコンテンツの特徴との類似度を演
算し、前記関連性情報として前記履歴情報記憶手段に記憶されている前記第２の種類の出
力済みのコンテンツのうち、前記類似度が閾値以上の前記特徴を有する前記第１の種類の
出力済みのコンテンツに対応する前記第２の出力済みコンテンツを、前記第１の種類の新
たなコンテンツの出力中共に出力される前記第２の種類のコンテンツとして決定する決定
ステップと
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項６】
　第１の種類のコンテンツと、第２の種類のコンテンツとを出力可能であって、
　前記第１の種類のコンテンツおよび前記第２の種類のコンテンツの特徴を取得する取得
手段と、
　前記第２の種類のコンテンツを１以上記憶する第１の記憶手段と、
　履歴情報を記憶する第２の記憶手段と
　を備えるコンテンツ出力装置を制御するコンピュータが実行するプログラムであって、
　前記情報処理装置が出力していた前記第１の種類の出力済みのコンテンツと、前記第１
の種類の出力済みのコンテンツを前記情報処理装置が出力していた時間帯において、前記
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第１の種類の出力済みのコンテンツと共に使用されていた第２の種類の出力済みのコンテ
ンツとの関連を示す1以上の関連性情報からなる前記履歴情報を生成する履歴情報生成ス
テップと、
　前記履歴情報生成ステップの処理により前記履歴情報が生成される毎に、その履歴情報
を前記第２の記憶手段に記憶させることを制御する履歴情報記憶制御ステップと、
　前記第１の種類の新たなコンテンツの特徴を取得する取得ステップと、
　前記第１の種類の新たなコンテンツの特徴と、前記関連情報として前記第２の記憶手段
に記憶されている１以上の前記第１の種類の出力済みのコンテンツの特徴との類似度を演
算し、前記関連性情報として前記履歴情報記憶手段に記憶されている前記第２の種類の出
力済みのコンテンツのうち、前記類似度が閾値以上の前記特徴を有する前記第１の種類の
出力済みのコンテンツに対応する前記第２の出力済みコンテンツを、前記第１の種類の新
たなコンテンツの出力中共に出力される前記第２の種類のコンテンツとして決定する決定
ステップと
　を含むことを特徴とするプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、第１のコンテン
ツの出力中またはその前後に、その時点のユーザの状況に適した第２のコンテンツを容易
に出力することができる、情報処理装置および方法、並びに、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、ユーザは、情報処理装置(例えば、特許文献１や特許文献２参照)を操作して、所
定のコンテンツを使用している最中、即ち、例えば、メール文章を作成して、他のユーザ
に送信させる操作を行っていたり、他のユーザからのメール文章を受信して、閲覧する操
作を行っている最中に、その情報処理装置から出力される音楽や画像をいわゆるBGM(Back
 ground Music)やBGV(Back ground Visual)として楽しむことができるようになっている
。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３４５７２７号公報
【特許文献２】特開２００３－１５０５０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このようなBGMやBGVを従来の情報処理装置を利用して楽しむためには、
ユーザ自身が従来の情報処理装置を操作して、所望の音楽や画像を指定し（その名称等を
選択し）、指定した音楽や画像の再生開始を指令する、といった煩雑な操作を行わなけれ
ばならないという課題があった。
【０００５】
　なお、コンテンツがメール文章の場合、特許文献１の技術を利用することで、メール文
章に感情を付加して送信することができる。また、特許文献２の技術を利用することで、
メール文章中の絵文字に対して音声をつけて送信することができる。
【０００６】
　しかしながら、このようなメール文章を受信する情報処理装置を利用するユーザから見
た場合、メール文章に添付された音声や感情等は、あくまでも送り手、即ち、メール文章
を送信した情報処理装置を利用する他のユーザが選択したものであって、ユーザ自身が選
択したものではない。このため、メール文章に添付された音声が情報処理装置から再生さ
れた場合、その音声は必ずしもユーザにとって満足のいく音声ではない、という課題があ
った。換言すると、ユーザのその時点の状態にとって適する音声で出力することは困難で
ある、という課題もあった。また、メール文章に添付された感情を、受信した側の感性に
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適する音や画像で出力することは困難である、という課題もあった。
【０００７】
　なお、上述した例では、ユーザが、メール文章等を第１のコンテンツとして使用してい
る最中に、音楽または画像を第２のコンテンツとして使用する場合の課題として説明した
が、第１のコンテンツと第２のコンテンツとして、これら以外のコンテンツが使用された
場合も同様の課題が発生する。
【０００８】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、第１のコンテンツの出力中ま
たはその前後に、その時点のユーザの状況に適した第２のコンテンツを容易に出力するこ
とができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の情報処理装置は、第１の種類のコンテンツと、第２の種類のコンテンツとを出
力可能な情報処理装置において、第１の種類のコンテンツおよび第２の種類のコンテンツ
の特徴を取得する取得手段と、情報処理装置が出力していた第１の種類の出力済みのコン
テンツと、第１の種類の出力済みのコンテンツを情報処理装置が出力していた時間帯にお
いて、第１の種類の出力済みのコンテンツと共に使用されていた第２の種類の出力済みの
コンテンツとの関連を示す1以上の関連性情報からなる履歴情報を生成する履歴情報生成
手段と、履歴情報生成手段により生成された履歴情報を１以上記憶する履歴情報記憶手段
と、第２の種類のコンテンツを１以上記憶するコンテンツ記憶手段と、第１の種類の新た
なコンテンツの特徴と、関連性情報として履歴情報記憶手段に記憶されている１以上の第
１の種類の出力済みのコンテンツの特徴との類似度を演算し、関連性情報として履歴情報
記憶手段に記憶されている第２の種類の出力済みのコンテンツのうち、前記類似度が閾値
以上の前記特徴を有する前記第１の種類の出力済みのコンテンツに対応する前記第２の出
力済みコンテンツを、第１の種類の新たなコンテンツの出力中共に出力される第２の種類
のコンテンツとして決定する決定手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　前記履歴情報生成手段は、第１の種類の前記出力済みのコンテンツの特徴を示す第１の
特徴情報と、第１の種類の前記出力済みのコンテンツの出力中共に情報処理装置から出力
されていた第２の種類の出力済みのコンテンツの特徴を示す第２の特徴情報とを少なくと
も含む履歴情報を生成し、決定手段は、履歴情報記憶手段に記憶されている１以上の履歴
情報のそれぞれの中から、第１の種類の新たなコンテンツの特徴を示す特徴情報と同一の
または類似する第１の特徴情報を含む履歴情報を１以上選択し、選択された１以上の履歴
情報のそれぞれに含まれている第２の特徴情報のそれぞれにより特定される第２の種類の
コンテンツを、第１の種類の新たなコンテンツの出力中共に出力される第２の種類のコン
テンツとして決定するようにすることができる。
【００１１】
　履歴情報生成手段は、情報処理装置のユーザのコンテクストを示すコンテクスト情報を
取得するコンテクスト情報取得手段を備え、第１の種類の前記出力済みのコンテンツの特
徴を示す第１の特徴情報と、第１の種類の出力済みのコンテンツの出力時点におけるユー
ザのコンテクストを示す第１のコンテクスト情報とを少なくとも含む第１の履歴情報と、
第２の種類の出力済みのコンテンツの特徴を示す第２の特徴情報と、第２の種類の出力済
みのコンテンツの出力時点におけるユーザのコンテクストを示す第２のコンテクスト情報
とを少なくとも含む第２の履歴情報とをそれぞれ生成し、履歴情報記憶手段は、第１の履
歴情報と第２の履歴情報とを記憶し、決定手段は、履歴情報記憶手段に記憶されている１
以上の第１の履歴情報のそれぞれの中から、第１の種類の新たなコンテンツの特徴を示す
特徴情報と同一のまたは類似する第１の特徴情報を含む第１の履歴情報を１以上選択し、
選択された１以上の履歴情報のそれぞれに含まれている第１のコンテクスト情報を取得し
、履歴情報記憶手段に記憶されている１以上の第２の履歴情報のそれぞれの中から、取得
された第１のコンテクスト情報と同一のまたは類似する第２のコンテクスト情報を含む第
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２の履歴情報を１以上選択し、選択された１以上の第２の履歴情報のそれぞれに含まれて
いる第２の特徴情報のそれぞれにより特定される第２の種類のコンテンツを、第１の種類
の新たなコンテンツの出力中共に出力される第２の種類のコンテンツとして決定するよう
にすることができる。
【００１２】
　ユーザに利用される前記情報処理装置以外の他のユーザが利用する他の装置から送信さ
れてくる、のユーザのコンテクストを示す第１のコンテクスト情報が付加された第１の種
類のコンテンツを受信する受信手段をさらに備え、履歴情報生成手段は、情報処理装置の
ユーザのコンテクストを示すコンテクスト情報を取得するコンテクスト情報取得手段を備
え、第１の種類の出力済みのコンテンツの特徴を示す第１の特徴情報と、第１の種類の出
力済みのコンテンツの出力時点におけるユーザのコンテクストを示す第２のコンテクスト
情報とを少なくとも含む第１の履歴情報と、第１の種類の出力済みのコンテンツの特徴を
示す第１の特徴情報と、第１の種類の出力済みのコンテンツの出力中共に情報処理装置か
ら出力されていた第２の種類の出力済みのコンテンツの特徴を示す第２の特徴情報とを少
なくとも含む第２の履歴情報とをそれぞれ生成し、履歴情報記憶手段は、第１の履歴情報
と第２の履歴情報とを記憶し、決定手段は、履歴情報記憶手段に記憶されている１以上の
第１の履歴情報のそれぞれの中から、受信手段により受信された第１の種類の新たなコン
テンツに付加されている第１のコンテクスト情報と同一のまたは類似する第２のコンテク
スト情報を含む第１の履歴情報を１以上選択し、選択された１以上の履歴情報のそれぞれ
に含まれている第１の特徴情報を取得し、履歴情報記憶手段に記憶されている１以上の第
２の履歴情報のそれぞれの中から、取得された第１の特徴情報と同一のまたは類似する第
２の特徴情報を含む第２の履歴情報を１以上選択し、選択された１以上の第２の履歴情報
のそれぞれに含まれている第２の特徴情報のそれぞれにより特定される第２の種類のコン
テンツを、第１の種類の新たなコンテンツの出力中共に出力される第２の種類のコンテン
ツとして決定するようにすることができる。
【００１３】
　本発明の情報処理装置においては、第１の種類のコンテンツおよび第２の種類のコンテ
ンツの特徴が取得される。情報処理装置が出力していた第１の種類の出力済みのコンテン
ツと、第１の種類の出力済みのコンテンツを情報処理装置が出力していた時間帯において
、第１の種類の出力済みのコンテンツと共に使用されていた第２の種類の出力済みのコン
テンツとの関連を示す１以上の関連性情報からなる履歴情報が１以上生成されて記憶され
る。また、第２の種類のコンテンツが１以上記憶される。その後、第１の種類の新たなコ
ンテンツの特徴と、関連性情報として履歴情報記憶手段に記憶されている１以上の第１の
種類の出力済みのコンテンツの特徴との類似度を演算し、関連性情報として履歴情報記憶
手段に記憶されている第２の種類の出力済みのコンテンツのうち、前記類似度が閾値以上
の前記特徴を有する前記第１の種類の出力済みのコンテンツに対応する前記第２の出力済
みコンテンツが、第１の種類の新たなコンテンツの出力中共に出力される第２の種類のコ
ンテンツとして決定される。
【００１４】
　本発明の情報処理方法は、第１の種類のコンテンツと、第２の種類のコンテンツとを出
力可能であって、第１の種類のコンテンツおよび第２の種類のコンテンツの特徴を取得す
る取得手段と、第２の種類のコンテンツを１以上記憶する第１の記憶手段と、履歴情報を
記憶する第２の記憶手段とを備える情報処理装置の情報処理方法において、情報処理装置
が出力していた第１の種類の出力済みのコンテンツと、第１の種類の出力済みのコンテン
ツを情報処理装置が出力していた時間帯において、第１の種類の出力済みのコンテンツと
共に使用されていた第２の種類の出力済みのコンテンツとの関連を示す1以上の関連性情
報からなる履歴情報を生成する履歴情報生成ステップと、履歴情報生成ステップの処理に
より履歴情報が生成される毎に、その履歴情報を第２の記憶手段に記憶させることを制御
する履歴情報記憶制御ステップと、記第１の種類の新たなコンテンツの特徴を取得する取
得ステップと、第１の種類の新たなコンテンツの特徴と、前記関連情報として第２の記憶
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手段に記憶されている１以上の第１の種類の出力済みのコンテンツの特徴との類似度を演
算し、関連性情報として履歴情報記憶手段に記憶されている第２の種類の出力済みのコン
テンツのうち、前記類似度が閾値以上の前記特徴を有する前記第１の種類の出力済みのコ
ンテンツに対応する前記第２の出力済みコンテンツを、第１の種類の新たなコンテンツの
出力中共に出力される第２の種類のコンテンツとして決定する決定ステップとを含むこと
を特徴とする。
【００１５】
　本発明のプログラムは、第１の種類のコンテンツと、第２の種類のコンテンツとを出力
可能であって、第１の種類のコンテンツおよび第２の種類のコンテンツの特徴を取得する
取得手段と、第２の種類のコンテンツを１以上記憶する第１の記憶手段と、履歴情報を記
憶する第２の記憶手段とを備えるコンテンツ出力装置を制御するコンピュータが実行する
プログラムであって、情報処理装置が出力していた第１の種類の出力済みのコンテンツと
、第１の種類の出力済みのコンテンツを情報処理装置が出力していた時間帯において、第
１の種類の出力済みのコンテンツと共に使用されていた第２の種類の出力済みのコンテン
ツとの関連を示す1以上の関連性情報からなる履歴情報を生成する履歴情報生成ステップ
と、履歴情報生成ステップの処理により履歴情報が生成される毎に、その履歴情報を第２
の記憶手段に記憶させることを制御する履歴情報記憶制御ステップと、第１の種類の新た
なコンテンツの特徴を取得する取得ステップと、第１の種類の新たなコンテンツの特徴と
、関連情報として第２の記憶手段に記憶されている１以上の第１の種類の出力済みのコン
テンツの特徴との類似度を演算し、関連性情報として履歴情報記憶手段に記憶されている
第２の種類の出力済みのコンテンツのうち、前記類似度が閾値以上の前記特徴を有する前
記第１の種類の出力済みのコンテンツに対応する前記第２の出力済みコンテンツを、第１
の種類の新たなコンテンツの出力中共に出力される第２の種類のコンテンツとして決定す
る決定ステップとを含むことを特徴とする。
【００１６】
　本発明の情報処理方法およびプログラムにおいては、第１の種類のコンテンツと、第２
の種類のコンテンツとを出力可能であって、第１の種類のコンテンツおよび第２の種類の
コンテンツの特徴を取得する取得手段と、第２の種類のコンテンツを１以上記憶する第１
の記憶手段と、履歴情報を記憶する第２の記憶手段とを備える情報処理装置またはコンテ
ンツ出力装置が対象とされる。そして、情報処理装置が出力していた第１の種類の出力済
みのコンテンツと、第１の種類の出力済みのコンテンツを情報処理装置が出力していた時
間帯において、第１の種類の出力済みのコンテンツと共に使用されていた第２の種類の出
力済みのコンテンツとの関連を示す1以上の関連性情報からなる履歴情報が生成され、履
歴情報が生成される毎に、その履歴情報を第２の記憶手段に記憶させることが制御される
。その後、第１の種類の新たなコンテンツの特徴が取得され、第１の種類の新たなコンテ
ンツの特徴と、関連情報として第２の記憶手段に記憶されている１以上の第１の種類の出
力済みのコンテンツの特徴との類似度が演算され、関連性情報として履歴情報記憶手段に
記憶されている第２の種類の出力済みのコンテンツのうち、前記類似度が閾値以上の前記
特徴を有する前記第１の種類の出力済みのコンテンツに対応する前記第２の出力済みコン
テンツが、第１の種類の新たなコンテンツの出力中共に出力される第２の種類のコンテン
ツとして決定される。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のごとく、本発明によれば、第１のコンテンツの出力中またはその前後に、第２の
コンテンツを出力することができる。特に、第１のコンテンツの出力中またはその前後に
、その時点のユーザの状況に適した第２のコンテンツを容易に出力することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明によれば、プログラムが提供される。このプログラムは、上述した本発明の情報
処理方法に対応するプログラムであって、例えば、図３４のパーソナルコンピュータによ
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り実行される。
【００２６】
　次に、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００２７】
　図１は、本発明が適用される情報処理装置の機能的構成例を表している。
【００２８】
　図１に示されるように、この情報処理装置は、履歴処理部１乃至関連性情報更新部９か
ら構成されている。ただし、センサ７と操作部８は、情報処理装置の一構成要素と捉えて
もよいし、情報処理装置に接続されている外部機器と捉えてもよい。
【００２９】
　また、履歴処理部１乃至関連性情報更新部９のそれぞれの形態は特に限定されない。特
に、履歴処理部１、付帯コンテンツメタ情報取得部５、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部
６、および関連性情報更新部９のそれぞれは、ソフトウエアで構成してもよいし、ハード
ウエアで構成してもよいし、或いは、ソフトウエアとハードウエアの組合せで構成しても
よい。
【００３０】
　ところで、このような機能的構成を有する図１の情報処理装置等、本発明が適用される
情報処理装置は、ユーザが使用（試聴または経験等）するコンテンツをデータとして（コ
ンテンツデータの形態で）取り扱う。
【００３１】
　なお、コンテンツとは、本明細書においては、一般的にコンテンツと称されている、テ
レビジョン放送番組、映画、写真、楽曲等（動画像、静止画像、若しくは音声、または、
それらの組合せ等）の他、さらに、文書、商品（物品含）、会話等のユーザが使用可能な
ソフトウエアまたはハードウエアの全てを指す広い概念である。ただし、コンテンツが物
品（ハードウエア）の場合、例えば、その物品が動画像や静止画像等に射影されてデータ
化されたものが、コンテンツデータとして適用される。
【００３２】
　また、ユーザが２種類以上のコンテンツデータを同時に使用した、使用中である、或い
はこれから使用する場合、それらのうちのユーザにとって主目的のコンテンツデータを、
以下、メインコンテンツと称する。一方、いわゆるBGM(Back Ground Music)等、ユーザに
とって付帯的なコンテンツデータを、付帯コンテンツと称する。
【００３３】
　メインコンテンツであるのか、或いは付帯コンテンツであるのかの区別方法は、特に限
定されないが、ここでは、例えば、説明の簡略上、予め決定されているとする。また、メ
インコンテンツと付帯コンテンツとのそれぞれは、上述した本明細書で言うコンテンツの
いずれとも成り得るが、図１の情報処理装置の説明においては、例えば、メインコンテン
ツとして、ユーザが取り扱う文章（データ）が採用され、付帯コンテンツとして、いわゆ
るBGMとして使用される音楽（音声データ）、または、いわゆるBGVとして使用される、静
止画像（画像のデータ）若しくは、映像（動画像のデータと、必要に応じて、その動画像
に対応する音声のデータ）が採用されるとする。
【００３４】
　また、ユーザが既に使用したメインコンテンツを、ユーザ使用済みメインコンテンツと
、ユーザが使用中である、またはこれから使用する予定であるメインコンテンツを、ユー
ザ使用メインコンテンツと称する。同様に、ユーザが既に使用した付帯コンテンツを、ユ
ーザ使用済み付帯コンテンツと、ユーザが使用中である、またはこれから使用する予定で
ある付帯コンテンツを、ユーザ使用付帯コンテンツと称する。
【００３５】
　以下、図１の情報処理装置の機能的構成例の詳細について説明していく。
【００３６】
　履歴処理部１は、ユーザ使用済みメインコンテンツと、ユーザ使用済み付帯コンテンツ
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（または、後述する付帯コンテンツメタ情報取得部５から供給される、そのユーザ使用済
み付帯コンテンツのメタ情報）との組が供給される毎、そのユーザ使用済みメインコンテ
ンツを出力していた時点とその近傍の時間帯において、図１の情報処理装置を利用してい
たユーザに関連する1以上の情報からなる履歴情報を生成する。
【００３７】
　例えば、履歴処理部１は、そのユーザ使用済みメインコンテンツと、そのユーザ使用済
み付帯コンテンツとの関連性を示す関連性情報（例えば、後述する図５の関連性情報CI1,
CI2，CI3等）を生成し、関連性情報記憶部２に記憶させる。なお、関連性情報の詳細（具
体例等）については後述する。
【００３８】
　また、詳細については後述するが、履歴処理部１は、センサ７または操作部８から入力
された情報から、入力されたユーザ使用済みメインコンテンツをユーザが使用した際のコ
ンテクストを示す情報（以下、コンテクスト情報と称する）を取得し、そのコンテクスト
情報を、入力されたユーザ使用済みメインコンテンツに対応する関連性情報に含めること
ができる。
【００３９】
　なお、本明細書においては、コンテクスト(context)とは、ユーザの内的状態および外
的状態の全てを指す。ユーザの内的状態とは、ユーザの体調、または、情動（気分や心理
状態）等を指す。また、ユーザの外的状態とは、ユーザの空間的または時間的な配置位置
（時間的な配置位置とは、例えば、現在時刻を指す）の他、ユーザの周囲の空間方向若し
くは時間方向に分布する（または、いずれの方向にも分布する）所定の状態も指す。
【００４０】
　このように、関連性情報記憶部２には、履歴情報として、履歴処理部１により生成され
た１以上の関連性情報が記憶される。
【００４１】
　付帯コンテンツ記憶部３は、関連性情報記憶部２に記憶されている1以上の関連性情報
のそれぞれに対応するユーザ使用済み付帯コンテンツを記憶する他、外部から、ユーザが
未使用の付帯コンテンツ（以下、ユーザ未使用付帯コンテンツと称する）が供給されてき
た場合、そのユーザ未使用付帯コンテンツを記憶する。
【００４２】
　付帯コンテンツメタ情報記憶部４は、付帯コンテンツメタ情報取得部５により取得され
た付帯コンテンツのメタ情報（以下、メインコンテンツのメタ情報と区別するための、付
帯コンテンツメタ情報と称する）を記憶する。
【００４３】
　即ち、付帯コンテンツメタ情報取得部５は、ユーザ使用済み付帯コンテンツまたはユー
ザ未使用付帯コンテンツが入力される毎に、その付帯コンテンツメタ情報を取得して、付
帯コンテンツメタ情報記憶部４に記憶させるとともに、必要に応じて、履歴処理部１にも
供給する。
【００４４】
　なお、本明細書においては、付帯コンテンツメタ情報とは次のような情報を指す。即ち
、例えば、ここでは、付帯コンテンツとして、BGMとして利用される音楽や、BGVとして利
用される映像（動画像と音声）のデータが採用されている。従って、本明細書において、
付帯コンテンツメタ情報とは、番組メタ情報等の一般的なメタ情報を単に指すのではなく
、例えば、音楽や画像の特徴（たとえば、テンポやリズム、楽器や歌詞など）を分析し、
その分析結果等が単語化された情報（数値も単語化された情報の１つとして捉える）等も
指す広い概念である。換言すると、付帯コンテンツの１以上の特徴を示す情報であれば、
その情報の全てが付帯コンテンツメタ情報になり得る。
【００４５】
　従って、付帯コンテンツメタ情報は、付帯コンテンツ自身から取得されることもあるし
、電子番組ガイド（ＥＰＧ：Electronic Program Guide）などの番組情報等、付帯コンテ
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ンツとは別に配信される（供給される）情報から取得されることもある。
【００４６】
　ユーザ使用付帯コンテンツ決定部６は、付帯コンテンツ記憶部３に記憶されている１以
上の付帯コンテンツの中から、入力されたユーザ使用メインコンテンツに適する（ユーザ
の過去の履歴に照らし合わせてユーザにとって適すると判断される）ユーザ使用付帯コン
テンツを決定し、それを付帯コンテンツ記憶部３から読み出して外部に出力する。このと
き、即ち、ユーザにとって適すると判断されるユーザ使用付帯コンテンツを決定するとき
、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部６は、関連性情報記憶部２に記憶された関連性情報、
センサ７や操作部８からの情報に基づくコンテクスト情報、若しくは、付帯コンテンツメ
タ情報記憶部４に記憶された付帯コンテンツメタ情報、または、それらの1以上の組み合
わせを参照する。ただし、ユーザ使用付帯コンテンツの決定処理の詳細については後述す
る。
【００４７】
　なお、図１中点線で示されるように、このようにしてユーザ使用付帯コンテンツ決定部
６からの出力が終了したユーザ使用付帯コンテンツは、必要に応じてさらに、ユーザ使用
済み付帯コンテンツとしても利用されることになる。同様に、対応するユーザ使用メイン
コンテンツも、その出力後に、必要に応じてさらに、ユーザ使用済みメインコンテンツと
して利用されることになる。
【００４８】
　関連性情報更新部９は、付帯コンテンツメタ情報記憶部４に記憶されている付帯コンテ
ンツメタ情報や、操作部８のユーザ操作（履歴）に基づいて、関連性情報記憶部２に記憶
された1以上の関連性情報のうちの少なくとも一部の内容を更新する。
【００４９】
　次に、図２を参照して、履歴処理部１の詳細な機能的構成例について説明する。即ち、
図２は、履歴処理部１の詳細な機能的構成例を表している。
【００５０】
　メインコンテンツメタ情報取得部１１は、ユーザ使用済みメインコンテンツが入力され
る毎に、そのメタ情報（以下、付帯コンテンツメタ情報と区別するための、メインコンテ
ンツメタ情報と称する）を取得して、関連性情報生成部１２に供給する。
【００５１】
　なお、本明細書においては、メインコンテンツメタ情報とは次のような情報を指す。即
ち、例えば、ここでは、メインコンテンツとして、上述したように、一般的なコンテンツ
ではなく、ユーザの私的な文書（例えば、後述するメール文書）が採用されている。従っ
て、本明細書において、コンテンツメタ情報とは、番組メタデータ等の一般的なメタ情報
を単に指すのではなく、本明細書で言うコンテンツ（幅広い概念のコンテンツ）自身若し
くはその一部分、またはそのコンテンツの属性等が単語化された情報（数値も単語化され
た情報の１つとして捉える）等も指す広い概念である。換言すると、メインコンテンツの
１以上の特徴を示す情報であれば、その情報の全てがメインコンテンツメタ情報になり得
る。
【００５２】
　従って、メインコンテンツメタ情報は、メインコンテンツ自身から取得されることもあ
るし、電子番組ガイド（ＥＰＧ：Electronic Program Guide）などの番組情報等、メイン
コンテンツとは別に配信される（供給される）情報から取得されることもある。
【００５３】
　例えば、いまの場合、即ち、メインコンテンツが文章（データ）である場合、メインコ
ンテンツメタ情報取得部１１は、入力されたユーザ使用済みメインコンテンツとしての文
書を所定の単位（例えば、１文章や１段落等）で区分し、区分された文書毎にその内容を
解析して、単語のデータ（後述する図５に示される“旅行”や“日程”等の単語のデータ
）に分解し、関連性情報生成部１２に供給する。
【００５４】
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　関連性情報生成部１２は、メインコンテンツメタ情報取得部１１より供給される、ユー
ザ使用済みメインコンテンツに対応するメインコンテンツメタ情報と、外部から供給され
たユーザ使用済み付帯コンテンツ（供給されたメインコンテンツメタ情報に対応するユー
ザ使用済みメインコンテンツとともに同時に使用された付帯コンテンツ）とを関連付ける
関連性情報（例えば、後述する図５の関連性情報CI1,CI2，CI3等）を生成し、関連性情報
記憶部２に記憶させる。なお、関連性情報の詳細（具体例等）については後述する。
【００５５】
　また、関連性情報生成部１２には、ユーザ使用済み付帯コンテンツが供給される代わり
に（或いは、供給されるとともに）、付帯コンテンツメタ情報取得部５から、そのユーザ
使用済み付帯コンテンツに対応する付帯コンテンツメタ情報が供給されることもある。こ
の場合、関連性情報生成部１２は、ユーザ使用済みメインコンテンツに対応するメインコ
ンテンツメタ情報と、ユーザ使用済み付帯コンテンツに対応する付帯コンテンツメタ情報
とに基づいて、関連性情報を生成する。
【００５６】
　さらに、関連性情報生成部１２は、コンテクスト情報取得部１３から供給されるコンテ
クスト情報を、関連性情報に含めることができる。
【００５７】
　即ち、コンテクスト情報取得部１３は、センサ７または操作部８から入力される情報（
必要に応じて変換した情報）から、履歴処理部1全体で現在処理対象としているユーザ使
用済みメインコンテンツ（およびユーザ使用済み付帯コンテンツ）を使用した時点のユー
ザのコンテクストを示すコンテクスト情報を取得して、関連性情報生成部１２に供給する
。
【００５８】
　詳細には、例えば、操作部８は、キーボード、マウス、その他入力インタフェースで構
成され、ユーザは操作部８を操作することで、様々なコンテクストを示す信号をコンテク
スト情報取得部１３に入力させる。
【００５９】
　すると、コンテクスト情報取得部１３は、操作部８から入力された信号を解析して単語
化し、この単語のデータをコンテクスト情報として、関連性情報生成部１２に供給する。
【００６０】
　また、例えば、センサ７は、ユーザの外的コンテクストを検出するセンサや、その内的
コンテクストを検出するセンサとして構成される。即ち、センサ７とは、１つのコンテク
ストを検出するセンサのみならず、２以上のコンテクストを検出可能な１つのセンサや、
２以上のセンサ（検出可能なコンテクストの種類や数は限定されない）からなるセンサ群
も指す。具体的には、例えば、外的コンテクストを検出するセンサとしては、ユーザの現
在位置情報を検出するGPS(Global Positioning System)、現在時刻を計時（検出）する時
計、または、ユーザの周辺に位置する人や物体を検出する無線通信機器等が挙げられる。
また、例えば、内的コンテクストを検出するセンサとしては、脈拍、呼吸数、発汗、また
は、瞳孔の開き等を検出するセンサが挙げられる。
【００６１】
　コンテクスト情報取得部１３は、このようなセンサ７から入力された情報が数値データ
であった場合、その数値データ（数値を所定の規則で更新する場合もある）をコンテクス
ト情報として、関連性情報生成部１２に供給する。また、コンテクスト情報取得部１３は
、センサ７から入力された情報が数値データ以外の情報であった場合、その情報を解析し
て単語化し（数値も単語に含まれる）、この単語のデータをコンテクスト情報として、関
連性情報生成部１２に供給する。
【００６２】
　次に、図３を参照して、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部６の詳細な機能的構成例につ
いて説明する。即ち、図３は、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部６の詳細な機能的構成例
を表している。
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【００６３】
　メインコンテンツメタ情報取得部２１は、図２のメインコンテンツメタ情報取得部１１
と基本的に同様の構成と機能を有している。ただし、メインコンテンツメタ情報取得部２
１には、ユーザが現在使用中の或いはこれから使用する予定のメインコンテンツ、即ち、
ユーザ使用メインコンテンツが入力される。従って、メインコンテンツメタ情報取得部２
１は、ユーザ使用メインコンテンツに対応するメインコンテンツメタ情報を取得して、マ
ッチング部２２に供給する。
【００６４】
　マッチング部２２は、メインコンテンツメタ情報取得部２１から供給された、ユーザ使
用メインコンテンツに対応するメインコンテンツメタ情報を取得する。具体的には、例え
ば、マッチング部２２は、ユーザ使用メインコンテンツに対応する１以上のメインコンテ
ンツメタ情報を成分として生成されるベクトル、即ち、後述する特徴ベクトルを取得する
。より具体的には、例えば、マッチング部２２は、後述する図５の特徴ベクトルCCV1,CCV
2，CCV3等を取得する。
【００６５】
　また、マッチング部２２は、関連性情報記憶部２に記憶されている１以上の関連性情報
のそれぞれに含まれるメインコンテンツメタ情報を取得する。具体的には、例えば、マッ
チング部２２は、関連性情報記憶部２に記憶されている１以上の関連性情報のそれぞれに
ついて、対応する関連性情報に含まれている１以上のメインコンテンツメタ情報を成分と
するベクトル、即ち、後述する特徴ベクトルを生成する。より具体的には、例えば、マッ
チング部２２は、後述する図７の特徴ベクトルCCVnを生成する。
【００６６】
　そして、マッチング部２２は、ユーザ使用メインコンテンツに対応するメインコンテン
ツメタ情報（例えば、特徴ベクトル）と、関連性情報記憶部２に記憶されている１以上の
関連性情報のそれぞれに含まれるメインコンテンツメタ情報のそれぞれ（例えば、対応す
る特徴ベクトルのそれぞれ）との類似度を演算し、その演算結果を付帯コンテンツ推薦部
２３に供給する。
【００６７】
　なお、詳細については後述するが、関連性情報にコンテクスト情報が含まれている場合
（後述する図１０に示される特徴ベクトルCCV4,CCV5,CCV6等のように、その成分にコンテ
クスト情報が含まれている場合）、マッチング部２２は、その類似度の演算において、コ
ンテクスト情報取得部２７から供給されるコンテクスト情報（ユーザ使用メインコンテン
ツを使用する際のユーザのコンテクストを示す情報）を利用することができる。
【００６８】
　付帯コンテンツ推薦部２３は、供給された演算結果（類似度）に基づいて、ユーザ使用
メインコンテンツと類似するユーザ使用済みメインコンテンツを特定し、特定されたユー
ザ使用済みメインコンテンツに対応する関連性情報を関連性情報記憶部２から取得する。
そして、付帯コンテンツ推薦部２３は、取得された関連性情報に含まれる付帯コンテンツ
を示す情報を、ユーザ使用メインコンテンツとともにユーザが使用するのに適した推薦す
べき付帯コンテンツ（以下、推薦付帯コンテンツと称する）を示す情報として出力する。
【００６９】
　この場合、取得された関連性情報に含まれる推薦付帯コンテンツを示す情報として、付
帯コンテンツメタ情報が含まれているとき、付帯コンテンツ推薦部２３は、その関連性情
報に含まれる付帯コンテンツメタ情報と同一のまたは類似する付帯コンテンツメタ情報を
付帯コンテンツメタ情報記憶部４から取得することができる。そして、付帯コンテンツ推
薦部２３は、付帯コンテンツメタ情報記憶部４から取得された付帯コンテンツメタ情報に
より特定される付帯コンテンツもまた、推薦付帯コンテンツとして決定（追加）し、決定
（追加）された推薦付帯コンテンツを示す情報（例えば、その名称等）を新たに生成し、
出力することもできる。
【００７０】
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　さらに、後述するように、マッチング部２２は、メインコンテンツメタ情報取得部２１
から供給された、ユーザ使用メインコンテンツに対応するメインコンテンツメタ情報と同
一のまたは類似する付帯コンテンツメタ情報を付帯コンテンツメタ情報記憶部４から取得
し、付帯コンテンツ推薦部２３に供給することもできる。
【００７１】
　この場合、付帯コンテンツ推薦部２３は、供給された付帯コンテンツメタ情報により特
定される付帯コンテンツを、推薦付帯コンテンツとして決定し、決定された推薦付帯コン
テンツを示す情報（例えば、その名称等）を生成し、出力することもできる。
【００７２】
　スイッチ２４は、操作部８の操作に基づいて、その状態がオン状態とオフ状態とのうち
のいずれか一方に切り替えられる。
【００７３】
　スイッチ２４がオフ状態の場合、付帯コンテンツ推薦部２３から出力された、推薦付帯
コンテンツを示す情報は、付帯コンテンツ情報呈示部２６に供給され、付帯コンテンツ出
力部２５への供給は禁止される。
【００７４】
　これに対して、スイッチ２４がオン状態の場合、付帯コンテンツ推薦部２３から出力さ
れた、推薦付帯コンテンツを示す情報は、付帯コンテンツ情報呈示部２６と付帯コンテン
ツ出力部２５とのそれぞれに供給される。
【００７５】
　付帯コンテンツ出力部２５は、付帯コンテンツ推薦部２３からスイッチ２４を介して供
給された推薦付帯コンテンツを示す情報により特定される付帯コンテンツを、付帯コンテ
ンツ記憶部３から読み出し、ユーザ使用付帯コンテンツとして外部に出力する。即ち、例
えば、付帯コンテンツが音楽である場合、付帯コンテンツ出力部２５は、音声データをア
ナログの音声信号に復号する復号装置と、そのアナログの音声信号を外部に出力するスピ
ーカやヘッドフォン端子として構成することができる。
【００７６】
　付帯コンテンツ出力部２５はまた、操作部８に対するユーザ操作があった場合、そのユ
ーザ操作に従って、出力する付帯コンテンツ（ユーザ使用付帯コンテンツ）を推薦付帯コ
ンテンツとは別の付帯コンテンツに変更したり、付帯コンテンツの出力を禁止したりする
ことができる。
【００７７】
　付帯コンテンツ情報呈示部２６は、付帯コンテンツ推薦部２３から供給された推薦付帯
コンテンツを示す情報をユーザに呈示することができる。例えば、推薦コンテンツが複数
存在する場合（付帯コンテンツ推薦部２３から複数の情報が供給された場合）、複数の推
薦コンテンツのそれぞれを特定するための情報（付帯コンテンツ推薦部２３から供給され
た情報そのものであってもよいし、それに基づいて新たに生成された情報でもよい）をリ
スト化して画像としてユーザに呈示する（表示する）ことができる。この場合、付帯コン
テンツ情報呈示部２６は、例えば、表示装置と、それを制御する表示制御装置とから構成
することができる。
【００７８】
　コンテクスト情報取得部２７は、図２のコンテクスト情報取得部１３と基本的に同様の
構成と機能を有している。ただし、コンテクスト情報取得部２７は、ユーザが現在使用中
の或いはこれから使用する予定のメインコンテンツ、即ち、ユーザ使用メインコンテンツ
をユーザが使用する際のコンテクストを示すコンテクスト情報を、センサ７または操作部
８からの入力情報から取得し、マッチング部２２に供給する。
【００７９】
　以上、図１乃至図３を参照して、本発明が適用される情報処理装置の機能的構成の一例
について説明した。このような機能的構成を有する情報処理装置は、大別して、次のよう
な第１の処理と第２の処理とを個別に実行することができる。第１の処理とは、ユーザが
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コンテンツを使用した際の履歴情報を生成する処理である。また、第２の処理とは、第１
の処理の繰り返しにより蓄積された複数の履歴情報に基づいて、現在使用中（または使用
予定の）ユーザ使用メインコンテンツとともにユーザにより使用される付帯コンテンツ（
ユーザ使用付帯コンテンツ）を推薦（決定）する処理である。
【００８０】
　以下、図４、図６、図１５、および図１６のフローチャートを参照して、図１乃至図３
の情報処理装置が実行する第１の処理と第２の処理（なお、以下、第２の処理を、ユーザ
使用付帯コンテンツ決定処理と称する）の各種例について説明する。
【００８１】
　はじめに、図４のフローチャートを参照して、履歴情報として関連性情報を生成する第
１の処理（以下、関連性情報生成処理と称する）の一例について説明する。
【００８２】
　図４のステップＳ１において、図２の履歴処理部１のメインコンテンツメタ情報取得部
１１は、ユーザ使用済みメインコンテンツのメタ情報（メインコンテンツメタ情報）を取
得し、関連性情報生成部１２に供給する。
【００８３】
　ステップＳ２において、関連性情報生成部１２は、取得されたメタ情報に基づいて、ユ
ーザ使用済みメインコンテンツの特徴を示す特徴情報を生成する。
【００８４】
　即ち、上述したように、ステップＳ１の処理取得されたメインコンテンツメタ情報自身
が、ユーザ使用済みメインコンテンツの1以上の特徴を既に示しているので、結局、ステ
ップＳ２の処理では、１以上のメインコンテンツメタ情報のそれぞれが示す特徴から決定
される、総体的な特徴を示す特徴情報が生成されることになる。なお、このような特徴情
報の具体例については後述する。
【００８５】
　ステップＳ３において、関連性情報生成部１２は、ステップＳ２の処理で生成されたユ
ーザ使用済みメインコンテンツの特徴情報と、そのユーザ使用済みメインコンテンツと共
に使用されていたユーザ使用済み付帯コンテンツ（図中、関連性情報生成部１２に供給さ
れるユーザ使用済み付帯コンテンツ）とを関連付けた情報（例えば、それらの２つの情報
を共に含有する情報を、そのユーザ使用済みメインコンテンツとそのユーザ使用済み付帯
コンテンツとの関連性を示す関連性情報として生成する。
【００８６】
　ステップＳ４において、関連性情報生成部１２は、ステップＳ３の処理で生成された関
連性情報を関連性情報記憶部２に記憶させる。
【００８７】
　これにより、図４の関連性情報生成処理は終了となる。
【００８８】
　以上の関連性情報生成処理は、ユーザがメインコンテンツを付帯コンテンツと共に使用
する毎に実行され、その時点のユーザの履歴情報として、対応する関連性情報が１つずつ
生成されて、関連性情報記憶部２に蓄積されていく。
【００８９】
　例えば、ユーザが３つのメール文章(以下、Doc1,Doc2,Doc3と称する)を受信し、それら
のDoc1,Doc2,Doc3をメインコンテンツとして、図示せぬメール文章閲覧ソフト等を利用し
て個別に閲覧（使用）したとする。また、ユーザがDoc1を閲覧（使用）したときには、付
帯コンテンツ（BGM）として、所定の音楽（以下、SongA(Fork)と称する）を聴き（使用し
）、ユーザがDOC3を閲覧（使用）したときには、付帯コンテンツ（BGM）として、別の音
楽（以下、SongC(Samba)と称する）を聴いたとする。一方、ユーザがDOC2を閲覧（使用）
したときには何も聴かなかった（付帯コンテンツを使用しなかった）とする。
【００９０】
　この場合、Doc1,Doc2,Doc3のそれぞれに対して、上述した関連性情報生成処理が個別に
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実行され、その結果として、３つの関連性情報が生成されて、関連性情報記憶部２に記憶
されることになる。
【００９１】
　詳細には、例えば、いま、Doc1,Doc2,Doc3のそれぞれに対するステップＳ１の処理で、
メインコンテンツメタ情報取得部１１が、DOC1乃至DOC3のそれぞれを取得し、次の（Ｉ）
乃至（III）に示される１以上の単語（名詞）のそれぞれに分解し、これらの（Ｉ）乃至
（III）の単語群のそれぞれを、Doc1,Doc2,Doc3のそれぞれに対するメインコンテンツメ
タ情報として取得し、関連性情報生成部１２に供給したとする。
【００９２】
（Ｉ）旅行、日程、旅行、地図、温泉、お土産
（II）会議、日程、連絡、会議、メモ、参加
（III）音楽、サンバ、ブラジル
【００９３】
　この場合、Doc1,Doc2,Doc3のそれぞれに対するステップＳ２の処理で、関連性情報生成
部１２は、Doc1,Doc2,Doc3のそれぞれに対する特徴情報として、例えば、図５に示される
ような特徴ベクトルCCV1,CCV2,CCV3を生成することになる。
【００９４】
　ここで、特徴ベクトルについて説明する。
【００９５】
　特徴ベクトルとは、１つのコンテンツ（いまの場合、DOC1，Doc2，Doc3といったユーザ
使用済みメインコンテンツ）に対する１以上のメタ情報（いまの場合、DOC1，Doc2，Doc3
のそれぞれのメインコンテンツメタ情報であって、具体的には、上述した（Ｉ）乃至（II
I）に含まれる各単語）を成分（次元）として有するベクトルを指す。
【００９６】
　従って、特徴ベクトルの形態は特に限定されないが、ここでは、次元数（成分数）が決
められており、また、各次元のそれぞれに対応する情報（いまの場合、メインコンテンツ
メタ情報）も決められているとする。即ち、ここでは、特徴ベクトルの次元数（成分数）
は固定され、各成分のそれぞれが示す情報（いまの場合、メインコンテンツメタ情報であ
って、図５の“旅行”，“日程”等の単語）とその順番も固定されているとする（なお、
以下、このようなベクトル形態を標準形と称する）。
【００９７】
　具体的には、ここでの標準形の特徴ベクトルは、例えば、図５に示されるように、（旅
行，日程，行き先，地図，連絡，温泉，会議，メモ，参加，お土産，音楽，サンバ，ブラ
ジル）といったベクトルになる。
【００９８】
　ただし、この標準形の特徴ベクトルの各成分のそれぞれには、対応するメインコンテン
ツメタ情報を示す単語が、例えば、頻度やtf法などの重み付け手法を利用して重み付けさ
れた値のそれぞれが代入される。
【００９９】
　具体的には、例えば、上述した（Ｉ）で示されるDoc1のメインコンテンツメタ情報によ
ると、Doc1には、「旅行」は２回、「日程」は１回、地図は１回、お土産は１回、それぞ
れ登場していることになる。このような場合、頻度により重み付けが行われると、上述し
た標準形の特徴ベクトルのうちの、「旅行」、「日程」、「地図」、「お土産」のそれぞ
れに対応する成分には、「２」、「１」、「１」、「１」のそれぞれが代入される。また
、「行き先」等、標準形の特徴ベクトルの所定の成分に入れるべき重み値が存在しない場
合、その成分には「０」が代入される。従って、Doc1に対する特徴ベクトルCCV1として、
図５に示されるような(2,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0)が生成される。
【０１００】
　同様に、Doc2に対する特徴ベクトルCCV2として、図５に示されるような(0,1,0,0,1,0,2
,1,1,0,0,0,0)が生成される。また、Doc3に対する特徴ベクトルCCV3として、同図に示さ
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れるような(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1)が生成される。
【０１０１】
　なお、頻度を利用して重み付けを行う場合、重み値として、例えば、ここでは頻度その
ものを適用しているが、その他、その頻度を正規化した値等、所定の規則で頻度を変換し
た値を適用することも勿論可能である。
【０１０２】
　次に、Doc1,Doc2,Doc3のそれぞれに対するステップＳ３の処理で、このようにして生成
された特徴ベクトルCCV1,CCV2,CCV3のそれぞれと、対応するユーザ使用済み付帯コンテン
ツ(BGM)を示す情報のそれぞれとを関連付ける関連性情報として、例えば、図５に示され
るような、関連性情報CI1,CI2,CI3のそれぞれが生成され、ステップＳ４の処理で、関連
性情報記憶部２に記憶される。
【０１０３】
　即ち、例えば、図５の例では、ユーザ使用済み付帯コンテンツ(BGM)を示す情報として
、その名称が採用されている。この場合、Doc1に対する関連性情報CI1は、特徴ベクトルC
CV1と、「SongA(Fork)」という情報とが関連付けられた情報（特徴ベクトルCCV1と、「So
ngA(Fork)」という情報とを含む情報）となる。同様に、Doc3に対する関連性情報CI3は、
特徴ベクトルCCV3と、「SongC(Samba)」という情報とが関連付けられた情報（特徴ベクト
ルCCV3と、「SongC(Samba)」という情報とを含む情報）となる。
【０１０４】
　なお、上述したように、ここでは、Doc2に対応する付帯コンテンツ（BGM）は存在しな
い。即ち、ここでは、Doc2の使用時には、ユーザは、BGMを聴いていなかった。このよう
な場合、例えば、図５に示されるように、ユーザ使用済み付帯コンテンツ(BGM)を示す情
報（付帯コンテンツを使用していないことを示す情報）として、「None」のような特別な
情報を採用することができる。これにより、Doc2に対する関連性情報CI2も、特徴ベクト
ルCCV2と、「None」という情報とが関連付けられた情報（特徴ベクトルCCV2と、「None」
という情報とを含む情報）といった形態で、即ち、関連性情報CI1やCI3と同様の形態で生
成することが可能になる。
【０１０５】
　次に、図６のフローチャートを参照して、上述した図４の関連性情報生成処理（第１の
処理）に対応する、ユーザ使用付帯コンテンツ決定処理（第２の処理）について説明する
。
【０１０６】
　以上のような図４の関連性情報生成処理の繰り返しにより生成された1以上の関連性情
報が関連性情報記憶部２に蓄積された後、ユーザが新たなメインコンテンツを使用中にま
たはこれから使用する（そのことが予定されているとき）に、例えば、図６のユーザ使用
付帯コンテンツ決定処理が実行される。
【０１０７】
　即ち、１つのユーザ使用メインコンテンツが図３のユーザ使用付帯コンテンツ決定部６
に供給される毎に、例えば、図６のユーザ使用付帯コンテンツ決定処理が実行される。
【０１０８】
　ステップＳ２１において、メインコンテンツメタ情報取得部２１は、ユーザ使用メイン
コンテンツのメタ情報（メインコンテンツメタ情報）を取得し、マッチング部２２に供給
する。
【０１０９】
　ステップＳ２２において、マッチング部２２は、取得されたメタ情報（メインコンテン
ツメタ情報）に基づいて、ユーザ使用メインコンテンツの特徴を示す特徴情報を生成する
。
【０１１０】
　なお、このステップＳ２１とＳ２２の処理のそれぞれは、上述した図４のステップＳ１
とＳ２の処理のそれぞれと、処理対象の違い、即ち、その処理対象が、ステップＳ２１と



(17) JP 4492190 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

Ｓ２２の処理では、ユーザ使用メインコンテンツであるのに対して、ステップＳ１とＳ２
の処理では、ユーザ使用済みメインコンテンツであることの違いはあるが、その他につい
ては、基本的に同様の処理である。従って、ステップＳ２１とＳ２２の処理の詳細な説明
については省略する。
【０１１１】
　ステップＳ２３において、マッチング部２２は、ステップＳ２２で生成されたユーザ使
用メインコンテンツの特徴情報と、関連性情報記憶部２に予め保持（記憶）されている1
以上の関連性情報に含まれる特徴情報のそれぞれとの類似度を演算し、その演算結果を付
帯コンテンツ推薦部２３に供給する。
【０１１２】
　なお、類似度の演算方法は特に限定されないが、特徴情報として標準形の特徴ベクトル
が使用される場合、ここでは、説明の簡略上、例えば、次の通りとされる。
【０１１３】
　即ち、マッチング部２２が、ユーザ使用メインコンテンツの標準形の特徴ベクトルと、
関連性情報記憶部２に予め保持（記憶）されている1以上の関連性情報に含まれる標準形
の特徴ベクトルのそれぞれとの内積を演算し、各演算結果（内積値）のそれぞれを類似度
として付帯コンテンツ推薦部２３に供給する、といった演算方法とされる。この場合、内
積値が大きいほど類似度が高いことになる。
【０１１４】
　ステップＳ２４において、付帯コンテンツ推薦部２３は、類似度が所定の閾値以上の特
徴情報、例えば、ここでは、内積値が閾値以上となる特徴ベクトルを含有する関連性情報
を関連性情報記憶部２から取得する。そして、付帯コンテンツ推薦部２３は、取得された
関連性情報に対応する付帯コンテンツ、即ち、その関連性情報の中に、類似度が閾値以上
の特徴情報と共に含まれている情報により特定される付帯コンテンツを、ユーザ使用付帯
コンテンツの候補、即ち、推薦付帯コンテンツとして決定する。
【０１１５】
　これにより、図４の関連性情報生成処理に対応する、図６のユーザ使用付帯コンテンツ
決定処理は終了となる。
【０１１６】
　以下、上述した図４の関連性情報生成処理の具体例、即ち、上述したDoc1,Doc2,Doc3の
それぞれに対する関連性情報生成処理に対応させて、図６のユーザ使用付帯コンテンツ決
定処理の具体例について説明する。
【０１１７】
　例えば、いま、ユーザが、新たなメール文章（以下、TargetDocと称する）を受信し、
そのTargetDocをメインコンテンツとして、図示せぬメール文章閲覧ソフト等を利用して
閲覧（使用）中またはこれから閲覧（使用）しようとしているとする。即ち、ユーザ使用
メインコンテンツがTargetDocであるとする。
【０１１８】
　また、ステップＳ２１の処理で、メインコンテンツメタ情報取得部２１が、TargetDoc
のそれぞれを取得し、例えば、次の（IV）に示される１以上の単語（名詞）のそれぞれに
分解し、その（IV）の単語群を、TargetDocに対するメインコンテンツメタ情報として取
得し、マッチング部２２に供給したとする。
【０１１９】
（IV）旅行、お土産、地図、連絡、温泉、お土産
【０１２０】
　この場合、ステップＳ２２の処理で、マッチング処理部２２は、図７に示されるような
特徴ベクトルCCVn(1,0,0,1,1,1,0,0,0,2,0,0,0)を生成する。
【０１２１】
　このように、このステップＳ２２の処理で生成される特徴ベクトルCCVnの形態は、図５
で上述した標準形の特徴ベクトルの形態、即ち、上述した図５に示される関連性情報CI1,
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CI2,CI3と同様の形態となる。
【０１２２】
　いまの場合、関連性情報記憶部２には、上述した図５に示される関連性情報CI1,CI2,CI
3が保持されている（記憶されている）ので、ステップＳ２２の処理で、マッチング処理
部２２は、図７の特徴ベクトルCCVnと、関連性情報CI1に含まれる特徴ベクトルCCV1，関
連性情報CI2に含まれる特徴ベクトルCCV2，関連性情報CI3に含まれる特徴ベクトルCCV3の
それぞれとの内積を演算する（類似度を演算する）。
【０１２３】
　具体的には、例えば、マッチング部２２は、図８に示されるような、特徴ベクトルCCV1
，CCV2，CCV3を列成分とする（その順番で並べた）行列Ａを生成し、また、図７の特徴ベ
クトルCCVnを行列Ｂとして、行列Ａの転置行列ATに対して、行列Ｂを右から掛ける（AT×
Ｂの行列演算を行う）ことで、図９に示されるような、各成分が、内積値（類似度）を示
す行列を得る。
【０１２４】
　従って、マッチング部２２は、この図９の行列を付帯コンテンツ推薦部２３に供給する
。
【０１２５】
　すると、ステップＳ２４の処理で、付帯コンテンツ推薦部２３は、供給された図９の行
列の各成分を解析することで、ユーザ使用付帯コンテンツの候補（推薦付帯コンテンツ）
を決定する。
【０１２６】
　例えば、閾値が５とされると、閾値５以上の類似度を有する（類似度６を有する）DOC1
に対応する関連性情報CI1が関連性情報記憶部２から取得されることになる。この場合、
図５に示されるように、関連性情報CI1に含まれる「SongA（Fork）」という名称のBGM（
付帯コンテンツ）が、ユーザ使用付帯コンテンツの候補（推薦付帯コンテンツ）として決
定される。
【０１２７】
　従って、上述したように、例えば、スイッチ２４がオン状態の場合、ユーザが、ユーザ
使用コンテンツであるTargetDocを閲覧（使用）している最中またはその前後に、「SongA
（Fork）」という名称のBGM（付帯コンテンツ）が、付帯コンテンツ記憶部３から取得さ
れて、付帯コンテンツ出力部２５からユーザ使用付帯コンテンツとして出力される。
【０１２８】
　また、例えば、スイッチ２４がたとえオフ状態であっても、ユーザが、ユーザ使用コン
テンツであるTargetDocを閲覧（使用）している最中またはその前後に、「SongA（Fork）
」という名称が付帯コンテンツ情報呈示部２６によりユーザに呈示される。
【０１２９】
　なお、スイッチ２４がオン状態の場合、即ち、「SongA（Fork）」という名称のBGM（付
帯コンテンツ）の出力中の場合でも、このような呈示は可能である。即ち、「SongA（For
k）」という名称のBGM（付帯コンテンツ）の出力と、その名称の呈示との併用は可能であ
る。
【０１３０】
　また、上述した例では、メインコンテンツは、メール文章（その文章のデータ）とされ
たが、上述したように、これに限定されず、例えば、インターネット等のネットワーク上
のサーバから提供されるホームページ（いわゆるWebページ）などでもよい。
【０１３１】
　さらにまた、関連性情報は、図４の関連性情報生成処理により生成された情報の他、図
示はしないが、ユーザが操作部８を操作して直接入力した（関連性情報記憶部２に記憶さ
せた）情報でもよい。
【０１３２】
　また、図６のユーザ使用付帯コンテンツ決定処理を次のような処理の一部の処理として
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利用することもできる。
【０１３３】
　即ち、例えば、ユーザが図１の情報処理装置を利用してテキスト操作を行うとき（例え
ば、情報処理装置をワードプロッセサとして機能させるとき）、現在操作しているテキス
トをユーザ使用メインコンテンツとして、情報処理装置に図６のユーザ使用付帯コンテン
ツ決定処理を実行させることができる。
【０１３４】
　この場合、情報処理装置は、対象のテキストを分析し、そのテキストの特徴情報を生成
し、生成された特徴情報と類似度の高い特徴情報を持つ過去の文書を選択することができ
る。そして、情報処理装置は、その文書に関連付けられた音楽、または画像を自動再生す
ることができる。
【０１３５】
　これにより、例えば、過去に、ユーザがその情報処理装置を利用して、自分自身のホー
ムページを作成していたときに、タイトルＡというロック音楽を聴いていた場合、即ち、
タイトルＡというロック音楽を付帯コンテンツとして使用していた場合、情報処理装置は
、次回のホームページの作成作業時にも同じ曲、または類似の曲を自動再生することがで
きる。
【０１３６】
　なお、付帯コンテンツの自動再生とは、操作部８による再生開始のユーザ操作（指令）
を介在することなく、情報処理装置が自分自身の判断で、所定の付帯コンテンツを再生す
ることを指す。
【０１３７】
　また、情報処理装置は、自動再生せず或いは自動再生させながら、1以上の候補曲（推
薦付帯コンテンツの名称）を類似度の高い順などでリスト化して、ユーザに呈示すること
ができる。これにより、ユーザは、そのリストの中から所望の楽曲をユーザ使用付帯コン
テンツとして選択する（或いは変更する）ことができる。
【０１３８】
　ところで、上述したように、関連性情報の中に、ユーザのコンテクスト情報を含めるこ
とができる。従って、情報処理装置は次のような処理を実行することができる。
【０１３９】
　即ち、情報処理装置は、ユーザ使用済みコンテンツとユーザ使用済み付帯コンテンツと
を使用している時点のユーザのコンテクスト情報を取得する。例えば、上述したように、
情報処理装置は、センサ７からの検出情報や、操作部８の操作情報（ユーザが意図的に操
作部８を選択、ゆする、振る、または、撫でるなどの行動も含む）に対して結び付けてお
いたコンテクスト情報を取得する。
【０１４０】
　そして、情報処理装置は、そのコンテクスト情報、文書（ユーザ使用済みメインコンテ
ンツ）の特徴（単語の重み）、および、ユーザ使用済み付帯コンテンツを示す情報のそれ
ぞれを関連付ける関連性情報を生成し、関連性情報記憶部２に蓄えておく。
【０１４１】
　これにより、情報処理装置は、上述した図６のユーザ使用付帯コンテンツ決定処理と同
様な処理（詳細は図示せず）を実行することで、例えば、ユーザ操作がない場合（即ち、
ユーザ使用メインコンテンツが存在しない場合）にも、何かしらのユーザの感情等（ユー
ザのその時点のコンテクスト情報）が取得されれば、その感情等のコンテクスト情報と、
関連性情報記憶部２に蓄えられた関連性情報に含まれるコンテクスト情報との類似度を求
め、類似度が高いコンテクスト情報と共に関連性情報に含まれる情報で特定される付帯コ
ンテンツを再生することが可能になる。
【０１４２】
　また、情報処理装置は、ユーザ操作がある場合（即ち、ユーザ使用メインコンテンツが
存在する場合）、例えば、図１０乃至図１４に示されるように、ユーザが置かれているコ
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ンテクストも加味した、付帯コンテンツの推薦を行うことが可能になる。
【０１４３】
　即ち、例えば、いま、図１０に示されるような、関連性情報CI4，CI5，CI6のそれぞれ
が、関連性情報記憶部２に蓄えられているとする。
【０１４４】
　この場合、関連性情報CI4に含まれる特徴ベクトルCCV4、関連性情報CI5に含まれる特徴
ベクトルCCV5、および、関連性情報CI6に含まれる特徴ベクトルCCV6は、図１０に示され
るように、（メーラ，エディタ，ブラウザ，閲覧，編集，作図，旅行，行き先，温泉，会
議，予定，連絡，地図，音楽，タンゴ，民族，会社，自宅，外出）といった、図５とは異
なる標準形のベクトルで構成されていることになる。
【０１４５】
　この標準形のベクトルのうちの、「メーラ」、「エディタ」、および、「ブラウザ」に
対応する成分は、ユーザ使用済みメインコンテンツ（図１０の例では、DOC4,DOC5,DOC6）
をユーザが使用（ここでは、後述する閲覧、編集、または作図）するときに利用される（
その可能性がある）アプリケーションソフトウエア（以下、アプリと称する）を示す成分
である。ユーザが実際に利用したアプリに対応する成分には、「１」が代入され、ユーザ
が利用しなかったアプリに対応する成分には「０」が代入される。
【０１４６】
　例えば、特徴ベクトルCCV4においては、「メーラ」、「エディタ」、および、「ブラウ
ザ」のそれぞれに対応する成分には、「１」、「０」、および「０」のそれぞれが代入さ
れているので、ユーザがDoc4をメインコンテンツとして使用したときには、「メーラ」と
称されるアプリを利用したことになる。
【０１４７】
　同様に、特徴ベクトルCCV6においては、「メーラ」、「エディタ」、および、「ブラウ
ザ」のそれぞれに対応する成分には、「１」、「０」、および「０」のそれぞれが代入さ
れているので、ユーザがDoc6をメインコンテンツとして使用したときには、「メーラ」と
称されるアプリを利用したことになる。
【０１４８】
　一方、特徴ベクトルCCV5においては、「メーラ」、「エディタ」、および、「ブラウザ
」のそれぞれに対応する成分には、「０」、「１」、および「０」のそれぞれが代入され
ているので、ユーザがDoc5をメインコンテンツとして使用したときには、「エディタ」と
称されるアプリを利用したことになる。
【０１４９】
　この標準形のベクトルのうちの、「閲覧」、「編集」、および、「作図」に対応する成
分は、ユーザ使用済みメインコンテンツ（図１０の例では、DOC4,DOC5,DOC6）のユーザの
使用方法、即ち、操作部８の操作方法（となる可能性のある候補であって、以下、単に操
作と称する）を示す成分である。ユーザが実際に行った操作に対応する成分には、「１」
が代入され、ユーザが行わなかった操作に対応する成分には「０」が代入される。
【０１５０】
　例えば、特徴ベクトルCCV4においては、「閲覧」、「編集」、および、「作図」のそれ
ぞれに対応する成分には、「１」、「０」、および「０」のそれぞれが代入されているの
で、ユーザがDoc4をメインコンテンツとして、「閲覧」した（それに対応する操作を行っ
た）ことになる。
【０１５１】
　また、特徴ベクトルCCV5においては、「閲覧」、「編集」、および、「作図」のそれぞ
れに対応する成分には、「０」、「１」、および「１」のそれぞれが代入されているので
、ユーザがDoc5をメインコンテンツとして、「編集」および「作図」した（それに対応す
る操作を行った）ことになる。
【０１５２】
　さらにまた、特徴ベクトルCCV6においては、「閲覧」、「編集」、および、「作図」の
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それぞれに対応する成分には、「０」、「１」、および「０」のそれぞれが代入されてい
るので、ユーザがDoc6をメインコンテンツとして、「編集」した（それに対応する操作を
行った）ことになる。
【０１５３】
　この標準形のベクトルのうちの、「旅行」，「行き先」，「温泉」，「会議」，「予定
」，「連絡」，「地図」，「音楽」，「タンゴ」，「民族」のそれぞれに対応する成分に
は、上述した図５に示される特徴ベクトルCCV1等と同様に、対応するユーザ使用済みメイ
ンコンテンツのメインコンテンツメタ情報の頻度による重み値が代入されている。
【０１５４】
　この標準形のベクトルのうちの、「会社」、「自宅」、および、「外出」に対応する成
分は、ユーザ使用済みメインコンテンツ（図１０の例では、DOC4,DOC5,DOC6）をユーザが
使用したときの場所（となる可能性のある候補であって、以下、単に場所と称する）を示
す成分である。ユーザ使用済みメインコンテンツを使用したときに、ユーザが実際に存在
した場所に対応する成分には、「１」が代入され、ユーザが存在しなかった場所に対応す
る成分には「０」が代入される。
【０１５５】
　例えば、特徴ベクトルCCV4においては、「会社」、「自宅」、および、「外出」のそれ
ぞれに対応する成分には、「０」、「１」、および「０」のそれぞれが代入されているの
で、Doc4をメインコンテンツとして使用したときには、ユーザは「自宅」に対応する場所
に存在していたことになる。
【０１５６】
　同様に、特徴ベクトルCCV6においては、「会社」、「自宅」、および、「外出」のそれ
ぞれに対応する成分には、「０」、「１」、および「０」のそれぞれが代入されているの
で、Doc6をメインコンテンツとして使用したときには、ユーザは「自宅」に対応する場所
に存在していたことになる。
【０１５７】
　一方、特徴ベクトルCCV5においては、「会社」、「自宅」、および、「外出」のそれぞ
れに対応する成分には、「１」、「０」、および「０」のそれぞれが代入されているので
、Doc5をメインコンテンツとして使用したときには、ユーザは「会社」に対応する場所に
存在していたことになる。
【０１５８】
　ところで、上述した「アプリ」と「操作」のそれぞれは、実際には、コンテクスト情報
と明確に区別して利用されることもあるが、本明細書においては、説明の簡略上、「場所
」と同様のコンテクスト情報のひとつであるとして説明していく。即ち、本明細書では、
図１の履歴処理部１（図２のコンテクスト情報取得部１３）と図１のユーザ使用付帯コン
テンツ決定部６（図３のコンテクスト情報取得部２７）とは、上述した「アプリ」、「操
作」、および「場所」を、コンテクスト情報の一つとして取得するとして、以下、説明し
ていく。
【０１５９】
　この場合、Doc4,Doc5,Doc6のそれぞれに対応する図４のステップＳ２の処理で、図２の
関連性情報生成部１２は、ユーザ使用済みメインコンテンツのメタ情報の他に、コンテク
スト情報取得部１３から、「アプリ」、「操作」、および「場所」を取得することで、コ
ンテクスト情報も成分に含めた特徴ベクトルを生成することができる。具体的には、例え
ば、上述したように、関連性情報生成部１２は、図１０に示されるような標準形の特徴ベ
クトルCCV4，CCV5,CCV6のそれぞれを生成することができる。
【０１６０】
　なお、図１０の例では、特徴ベクトルCCV4は、(1,0,0,1,0,0,1,2,1,0,2,0,2,0,0,0,0,1
,0)とされている。特徴ベクトルCCV5は、(0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,2,0,1,0,0,0,1,0,0)とさ
れている。特徴ベクトルCCV6は、(1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0)とされてい
る。
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【０１６１】
　そして、例えば、Doc4,Doc5,Doc6のそれぞれに対応するステップＳ３の処理で、図１０
に示されるように、関連性情報生成部１２は、特徴ベクトルCCV4と「SongD」という情報
（即ち、ユーザ使用済み付帯コンテンツが「SongD」という名称の音楽であることを示す
情報）とを含む関連性情報CI4、特徴ベクトルCCV5と「None」という情報（即ち、ユーザ
使用済み付帯コンテンツが使用（視聴）されなかったことを示す情報）とを含む関連性情
報CI5、および、特徴ベクトルCCV6と「SongE」という情報（即ち、ユーザ使用済み付帯コ
ンテンツが「SongE」という名称の音楽であることを示す情報）とを含む関連性情報CI6を
、それぞれ生成することができる。
【０１６２】
　その後、例えば、ユーザが、新たなメインコンテンツ（以下、TargetDoc‘と称する）
使用中またはこれから使用しようとしているとする。即ち、ユーザ使用メインコンテンツ
がTargetDoc'であるとする。
【０１６３】
　この場合、図６のステップＳ２２の処理で、マッチング処理部２２は、ユーザ使用メイ
ンコンテンツのメタ情報の他に、コンテクスト情報取得部１３から、ユーザ使用メインコ
ンテンツをユーザが使用する際の「アプリ」、「操作」、および「場所」を取得すること
で、コンテクスト情報に対応する成分も含む図１０で上述した標準形の特徴ベクトル、例
えば、図１１に示されるようなCCVn‘(0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0)を生成する
。
【０１６４】
　いまの場合、関連性情報記憶部２には、上述した図１０に示される関連性情報CI4,CI5,
CI6が保持されている（記憶されている）ので、ステップＳ２３の処理で、マッチング処
理部２２は、図１１の特徴ベクトルCCVn‘と、関連性情報CI4に含まれる特徴ベクトルCCV
4，関連性情報CI5に含まれる特徴ベクトルCCV5，関連性情報CI6に含まれる特徴ベクトルC
CV6のそれぞれとの内積を演算する（類似度を演算する）。
【０１６５】
　具体的には、例えば、マッチング部２２は、図１２に示されるような、特徴ベクトルCC
V4，CCV5，CCV6を列成分とする（その順番で並べた）行列Ｃを生成し、また、図１１の特
徴ベクトルCCVn‘を行列Ｄとして、行列Ｃの転置行列ＣTに対して、行列Ｄを右から掛け
る（ＣT×Ｄの行列演算を行う）ことで、図１３に示されるような、各成分が、内積値（
類似度）を示す行列を得る。
【０１６６】
　ところで、マッチング部２２は、上述した特徴ベクトルCCV1（図５）と特徴ベクトルCC
Vn（図７）と同様に、コンテクスト情報（「アプリ」、「操作」、および「場所」）の成
分を含めずに、図１１の特徴ベクトルCCVn‘と、関連性情報CI4に含まれる特徴ベクトルC
CV4，関連性情報CI5に含まれる特徴ベクトルCCV5，関連性情報CI6に含まれる特徴ベクト
ルCCV6のそれぞれとの内積を演算する（類似度を演算する）こともできる。
【０１６７】
　この場合、図示はしないが、例えば、マッチング部２２は、図１２の行列Ｃのうちの、
「アプリ」、「操作」、および「場所」に対応する成分の全てを「０」に変更した行列Ｃ
‘
を生成し、また、図１１の行列Ｄのうちの、「アプリ」、「操作」、および「場所」に対
応する成分の全てを「０」に変更した行列Ｄ‘を生成し、行列Ｃ’の転置行列Ｃ‘Tに対
して、行列Ｄ’を右から掛ける（Ｃ‘T×Ｄ’の行列演算を行う）ことで、図１４に示さ
れるような、各成分が、内積値（類似度）を示す行列を得る。
【０１６８】
　次に、ステップＳ２４の処理で、図３の付帯コンテンツ推薦部２３は、推薦付帯コンテ
ンツ（ユーザ使用付帯コンテンツの候補）を決定することになる。
【０１６９】
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　例えば、ここでは、Doc4乃至Doc6のうちの、類似度が最も高いメインコンテンツに関連
付けられた付帯コンテンツが、推薦付帯コンテンツ（ユーザ使用付帯コンテンツの候補）
として決定されるとする。
【０１７０】
　この場合、コンテクスト情報（「アプリ」、「操作」、および「場所」）を考慮しない
とき（図１４のとき）には、ユーザ使用メインコンテンツ(TargetDoc')は、Doc4と最も類
似度が高いと判定され、その結果、Doc4と関連付けられている「SongＤ」という名称の付
帯コンテンツ（図１０の関連性情報CI4参照）が、推薦付帯コンテンツ（ユーザ使用付帯
コンテンツの候補）として決定される。
【０１７１】
　従って、上述したように、例えば、スイッチ２４がオン状態の場合、ユーザが、ユーザ
使用コンテンツであるTargetDoc‘を使用（図１１によると、編集と作図）している最中
またはそのン前後に、「SongD」という名称のBGM（付帯コンテンツ）が、付帯コンテンツ
出力部２５によりユーザ使用付帯コンテンツとして出力されることになる。
【０１７２】
　これに対して、コンテクスト情報（「アプリ」、「操作」、および「場所」）を考慮し
たとき（図１３のとき）には、ユーザ使用メインコンテンツ(TargetDoc')は、Doc5と最も
類似度が高いと判定され、その結果、推薦付帯コンテンツは存在しない（Doc5と関連付け
られている情報は「None」であるため）と、決定される。
【０１７３】
　従って、ユーザが、ユーザ使用コンテンツであるTargetDoc‘を使用（図１１によると
、編集と作図）している最中またはその前後に、付帯コンテンツ出力部２５からの付帯コ
ンテンツの出力が禁止されることになる。
【０１７４】
　このように、情報処理装置は、ユーザの関連性情報（履歴情報）CI4,CI5,CI6のうちの
、コンテクスト情報（「アプリ」、「操作」、および「場所」）の履歴を考慮することで
、このユーザは、「会社で、エディタを使って編集と作図をしている」というコンテクス
トにおかれている（図１０のDoc5参照）ときには、集中して仕事をしたいので（そのよう
に推定されるので）、BGM（付帯コンテンツ）を再生しない、というユーザの傾向を得る
ことができる。
【０１７５】
　その結果、情報処理装置は、このようにして得られたユーザの傾向を反映した推薦結果
を呈示することが可能になる。即ち、いまの場合、ユーザ使用コンテンツであるTargetDo
c‘を使用する際のユーザのコンテクストも、「会社で、エディタを使って編集と作図を
している」であるので、このようにして得られた傾向が反映された結果として、推薦付帯
コンテンツ（ユーザ使用付帯コンテンツの候補）は存在しない（出力しない）、と決定さ
れるのである。
【０１７６】
　次に、図１５のフローチャートを参照して、履歴情報として付帯コンテンツの特徴を示
す情報（以下、付帯コンテンツ特徴情報と称する）を生成する第１の処理（以下、付帯コ
ンテンツ特徴情報生成処理と称する）について説明する。即ち、図１５は、図４の例の第
１の処理（関連性情報生成処理）とは異なる他の第１の処理（付帯コンテンツ特徴情報生
成処理）の一例を説明するフローチャートである。
【０１７７】
　図１５のステップＳ３１において、図１の付帯コンテンツメタ情報取得部５は、ユーザ
使用済み付帯コンテンツのメタ情報（付帯コンテンツメタ情報）を取得する。
【０１７８】
　ステップＳ３２において、付帯コンテンツメタ情報取得部５は、取得されたメタ情報に
基づいて、ユーザ使用済み付帯コンテンツの特徴を示す付帯コンテンツ特徴情報を生成す
る。
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【０１７９】
　付帯コンテンツ特徴情報の形態については特に限定されないが、例えば、メインコンテ
ンツの特徴情報と同様に、図示はしないが、所定の標準形の特徴ベクトルなどを利用する
ことができる。
【０１８０】
　ステップＳ３３において、付帯コンテンツメタ情報取得部５は、ステップＳ３２の処理
で生成された付帯コンテンツ特徴情報を付帯コンテンツメタ情報記憶部４に記憶させる。
【０１８１】
　これにより、図１５の付帯コンテンツ特徴情報生成処理は終了となる。
【０１８２】
　以上の図１５の付帯コンテンツ特徴情報生成処理は、ユーザが付帯コンテンツを使用す
る毎に実行され、ユーザの履歴情報として、付帯コンテンツ特徴情報が付帯コンテンツメ
タ情報記憶部４に蓄積されていく。
【０１８３】
　次に、図１６のフローチャートを参照して、上述した図１５の付帯コンテンツ特徴情報
生成処理（図４の関連性情報生成処理とは異なる他の第１の処理）に対応する、ユーザ使
用付帯コンテンツ決定処理の一例（図６のユーザ使用付帯コンテンツ決定処理とは異なる
例の第２の処理）について説明する。
【０１８４】
　以上のような図１５の付帯コンテンツ特徴情報生成処理の繰り返しにより生成された1
以上の付帯コンテンツ特徴情報が付帯コンテンツメタ情報記憶部４に蓄積された後、ユー
ザが新たなメインコンテンツを使用中にまたはその前後に、ユーザ使用付帯コンテンツ決
定処理が実行される。
【０１８５】
　ステップＳ４１において、図３のユーザ使用付帯コンテンツ決定部６のメインコンテン
ツメタ情報取得部２１は、ユーザ使用メインコンテンツのメタ情報（メインコンテンツメ
タ情報）を取得し、マッチング部２２に供給する。
【０１８６】
　ステップＳ４２において、マッチング部２２は、取得されたメタ情報に基づいて、ユー
ザ使用メインコンテンツの特徴を示す特徴情報を生成する。
【０１８７】
　なお、このステップＳ４１とＳ４２の処理のそれぞれは、上述した図６のステップＳ２
１とＳ２２の処理のそれぞれと、基本的に同様の処理である。ただし、ユーザ使用メイン
コンテンツの特徴を示す特徴状態の形態は、付帯コンテンツ特徴情報に対応する形態とす
る必要がある。
【０１８８】
　ステップＳ４３において、マッチング部２２は、（ステップＳ４２で生成された）ユー
ザ使用メインコンテンツの特徴情報と、付帯コンテンツメタ情報記憶部４に予め保持（記
憶）されている1以上の付帯コンテンツ特徴情報のそれぞれとの類似度を演算し、その演
算結果を付帯コンテンツ推薦部２３に供給する。
【０１８９】
　なお、類似度の演算方法は特に限定されず、例えば、ユーザ使用メインコンテンツの特
徴情報に含まれる幾つかの単語と同一または関連する単語が、ある付帯コンテンツ特徴情
報に含まれている場合、類似度が高いと演算する方法を適用することもできる。
【０１９０】
　ただし、ここでは、特徴情報として標準形の特徴ベクトルが使用される場合、例えば、
上述した他の例と同様に、マッチング部２２が、ユーザ使用メインコンテンツの標準形の
特徴ベクトルと、付帯コンテンツメタ情報記憶部４に予め保持（記憶）されている1以上
の付帯コンテンツ特徴情報に含まれる標準形の特徴ベクトルのそれぞれとの内積を演算し
、各演算結果（内積値）のそれぞれを類似度として付帯コンテンツ推薦部２３に供給する
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、といった演算方法が適用されるとする。この場合、上述したように、内積値が大きいほ
ど類似度が高いことになる。
【０１９１】
　ステップＳ４４において、付帯コンテンツ推薦部２３は、類似度が所定の閾値以上の付
帯コンテンツ特徴情報、即ち、例えば、ここでは、内積値が閾値以上となる特徴ベクトル
を付帯コンテンツメタ情報記憶部４から取得し、取得された付帯コンテンツ特徴情報に対
応する（それで特定される）付帯コンテンツを、ユーザ使用付帯コンテンツの候補、即ち
、推薦付帯コンテンツとして決定する。
【０１９２】
　これにより、図１５の付帯コンテンツ特徴情報生成処理に対応する、図１６のユーザ使
用付帯コンテンツ決定処理は終了となる。
【０１９３】
　以下、図１５の付帯コンテンツ特徴情報生成処理と、図１６のユーザ使用付帯コンテン
ツ決定処理の具体例について説明する。
【０１９４】
　例えば、情報処理装置は、図１５の付帯コンテンツ特徴情報生成処理を実行することで
、付帯コンテンツ特徴情報、即ち、付帯コンテンツメタ情報群として、様々な音楽のメタ
データ（音楽のタイトルやアーティスト，アルバム名など）を保存したデータベース(以
下、音楽ＤＢと称する)を作成しておくことができる。
【０１９５】
　なお、このデータベースは、ここでは、ユーザが所有する情報処理装置が所有する付帯
コンテンツメタ情報記憶部４として構成されることになるが、この構成例に限定されず、
様々な構成とすることができる。例えば、このデータベースは、ユーザが他人と共有して
いるネットワーク上の音楽サーバ等に存在するデータベースとして構成することもできる
。
【０１９６】
　その後、例えば、ユーザが、ユーザ使用メインコンテンツとして、ユーザ自身が管理し
ているホームページを使用（例えば、更新に伴うテキスト入力作業等）するとする。
【０１９７】
　この場合、情報処理装置は、図１６のユーザ使用付帯コンテンツ決定処理として、例え
ば、次のような処理を実行することができる。
【０１９８】
　即ち、ステップＳ４１とＳ４２の処理で、情報処理装置は、ユーザが作業しているホー
ムページの単語を分析し（特徴情報を生成し）、ステップＳ４３とＳ４４の処理で、特徴
語となっている単語と同一のまたは類似する単語からなるメタデータを音楽DBから検索し
、検索されたメタデータで特定される音楽を、推薦付帯コンテンツ（ユーザ使用付帯コン
テンツの候補）として決定することができる。
【０１９９】
　なお、上述したように、情報処理装置は、特徴語として、単純に頻度が多い単語を選択
してもよいし、ホームページや文書ファイルのタイトル部分に登場する単語を選択しても
よいし、tfidf法で重み計算してもよい。
【０２００】
　以上、図４乃至図１６を参照して、ユーザの履歴情報を生成する第１の処理（関連性情
報生成処理と付帯コンテンツメタ情報生成処理）と、ユーザ使用付帯コンテンツ決定処理
（第２の処理）の各種の例について説明した。
【０２０１】
　ところで、上述したように、図１の関連性情報更新部９は、関連性情報記憶部２に記憶
されている関連性情報の内容を更新することができる。
【０２０２】
　そこで、以下、図１７と図１８のフローチャートのそれぞれを参照して、関連性情報更
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新部９が実行する処理（以下、関連性情報更新処理と称する）の２つの例について説明す
る。
【０２０３】
　図１７のフローチャートは、新たな音楽や画像（データ）が付帯コンテンツ候補として
入手された場合、即ち、情報処理装置にユーザ未使用付帯コンテンツが入力された場合、
既に生成されている（関連性情報記憶部２に記憶されている）関連性情報に対して、その
新たなユーザ未使用付帯コンテンツを示す情報を含めることを目的とした関連性情報更新
処理を表している。
【０２０４】
　なお、この図１７の関連性情報更新処理は、その新たなユーザ未使用付帯コンテンツに
対応する付帯コンテンツ特徴情報が付帯コンテンツメタ情報記憶部４に既に記憶されてい
ることが前提とされる。なお、情報処理装置が、新たなユーザ未使用付帯コンテンツに対
して、上述した図１５の付帯コンテンツ特徴情報生成処理を実行することで、その新たな
ユーザ未使用付帯コンテンツに対応する付帯コンテンツ特徴情報を生成し、付帯コンテン
ツメタ情報記憶部４に記憶させることができる。
【０２０５】
　以上の前提のもと、図１７のステップＳ５１において、関連性情報更新部９は、付帯コ
ンテンツメタ情報記憶部４に記憶されている、新たなユーザ未使用付帯コンテンツに対応
する付帯コンテンツ特徴情報と、予め保持されている１以上の付帯コンテンツ特徴情報（
付帯コンテンツメタ情報記憶部４に記憶されている他の付帯コンテンツ特徴情報）のそれ
ぞれとの類似度を演算する。
【０２０６】
　ステップＳ５２において、関連性情報更新部９は、関連性情報記憶部２に予め保持（記
憶）されている１以上の関連性情報の中から、ステップＳ５１の処理で類似度が最も高い
と演算された付帯コンテンツ特徴情報に対応する付帯コンテンツを示す情報を含有する関
連性情報を検索し、取得する。
【０２０７】
　ステップＳ５３において、関連性情報更新部９は、ステップＳ５２の処理で取得された
関連性情報に含まれるメインコンテンツの特徴情報と、新たなユーザ未使用付帯コンテン
ツを示す情報（その名称等）とを関連付けた情報（それらの２つの情報を共に含有する情
報）を、そのメインコンテンツとその新たなユーザ未使用付帯コンテンツとの関連性を示
す関連性情報として新たに生成し（ステップＳ５２の処理で取得された関連性情報を更新
し）、関連性情報記憶部２に記憶させる。
【０２０８】
　これにより、図１７の関連性情報更新処理は終了となる。
【０２０９】
　なお、ステップＳ５３の処理で新たに生成された関連性情報が関連性情報記憶部２に記
憶される場合、ステップＳ５２の処理で取得された元の関連性情報が削除されて、その削
除領域に上書きされてもよいし（元の関連性情報の内容が更新されるという形態を取って
もよいし）、元の関連性情報はそのまま残して、新たな領域に記憶されてもよい（新たな
関連性情報が追加されるという形態を取ってもよい）。
【０２１０】
　このような図１７の関連性情報更新処理が実行された後に、例えば、上述した図６のユ
ーザ使用付帯コンテンツ決定処理が実行されれば、新たな音楽や画像が入手されても、そ
のメタデータを利用して、過去に結び付けられた音楽や画像と同様、ユーザの現在の操作
（ユーザ使用コンテンツ）に結び付けて、その新たな音楽や画像を自動再生することが可
能になる。また、新たな音楽や画像にメタデータが付与されていなくても、音楽や画像の
特徴（たとえば、テンポやリズム、楽器や歌詞など）を分析し、それを付帯コンテンツメ
タ情報として付帯コンテンツメタ情報記憶部４に記憶させることで、ユーザの現在の操作
（ユーザ使用コンテンツ）に容易に結び付けることが可能になる。
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【０２１１】
　以上のような図１７の関連性情報更新処理に対して、図１８の関連性情報更新処理は、
ユーザの操作部８の操作とユーザ使用付帯コンテンツとの関係（履歴）を学習することで
、関連性情報を更新する処理の例である。
【０２１２】
　即ち、図１８のステップＳ６１において、関連性情報更新部９は、ユーザ使用付帯コン
テンツがユーザ使用付帯コンテンツ決定部６から出力されたか否かを判定する。
【０２１３】
　ユーザ使用付帯コンテンツが出力されていない場合、即ち、ステップＳ６１において、
ユーザ使用付帯コンテンツが出力されていないと判定された場合、処理はステップＳ６１
に戻され、ユーザ使用付帯コンテンツが出力されたか否かが再度判定される。即ち、関連
性情報更新部９は、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部６からの外部出力の状況を常時監視
している。
【０２１４】
　ユーザ使用付帯コンテンツが出力されると、関連性情報更新部９は、ステップＳ６１に
おいて、ユーザ使用付帯コンテンツが出力されたと判定し、ステップＳ６２において、ユ
ーザ使用付帯コンテンツの出力中にユーザ操作が施されたか否かを判定する。
【０２１５】
　即ち、上述したように、付帯コンテンツ推薦部２３により推薦された推薦付帯コンテン
ツがユーザ使用付帯コンテンツとして出力されているとき、ユーザは、その推薦付帯コン
テンツが気に入らなければ、操作部８を操作して、その出力を停止させたり（スイッチ２
４をオフ状態に切り替えたり）、ユーザ使用付帯コンテンツを別の付帯コンテンツに変更
する（別の付帯コンテンツの名称等を付帯コンテンツ出力部２５に指令する）ことができ
る。このようなユーザの操作部８の操作が施された場合（その操作信号が関連性情報更新
部９にも入力された場合）、ステップＳ６２において、ユーザ使用付帯コンテンツの出力
中にユーザ操作が施されたと判定されて、処理はステップＳ６３に進められる。
【０２１６】
　そして、ステップＳ６３において、関連性情報更新部９は、関連性情報記憶部２に予め
保持されている１以上の関連性情報のうちの、推薦付帯コンテンツを示す情報を含有する
関連性情報を更新する。
【０２１７】
　例えば、推薦付帯コンテンツの出力を停止させるユーザ操作がなされた場合、その関連
性情報に含まれていた推薦付帯コンテンツを示す情報が、上述した「None」に更新される
。
【０２１８】
　また、例えば、ユーザ使用付帯コンテンツ（出力される付帯コンテンツ）が、推薦付帯
コンテンツから、「SongK」という名称の付帯コンテンツに変更させるユーザ操作がなさ
れた場合、その関連性情報に含まれていた推薦付帯コンテンツを示す情報（例えば、推薦
付帯コンテンツの名称が上述したSongAである場合、その「SongA」）が、「Songk」に更
新される。
【０２１９】
　これにより、図１８の関連性情報更新処理は終了となる。
【０２２０】
　これに対して、ステップＳ６２において、ユーザ使用付帯コンテンツの出力中にユーザ
操作が施されなかった場合、即ち、ユーザ使用付帯コンテンツとして推薦付帯コンテンツ
がそのまま出力された場合、ユーザにとって推薦付帯コンテンツは満足のいくものであっ
た（満足のいく推薦であった）とみなして、ステップＳ６３の処理は実行されずに、図１
８の関連性情報更新処理は終了となる。
【０２２１】
　このような図１８の関連性情報更新処理を図１の情報処理装置が実行することで、次の
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ような２つの効果を奏することが可能になる。
【０２２２】
　即ち、１つ目の効果とは、自動再生された若しくはその名称等がリスト化された音楽や
画像（推薦付帯コンテンツ）が不適切だとユーザが判断した場合、違う音楽や画像を選択
する操作を実行すると、その操作に基づく学習が行われて、新しい関連付けが行われ、次
回以降に反映される効果である。
【０２２３】
　また、２つ目の効果とは、ＢＧＭやＢＧＶといったユーザ使用付帯コンテンツの出力が
ないユーザの操作時に、ユーザ使用メインコンテンツとされていた文書等の特徴を学習し
、付帯コンテンツを自動再生しない方がよいメインコンテンツ（文書等）の特徴も同様に
自動判断することができる効果である。
【０２２４】
　以上、本発明が適用される情報処理装置の一例として、図１の情報処理装置について説
明したが、勿論、本発明は図１の情報処理装置以外にも様々な形態を取ることが可能であ
る。
【０２２５】
　具体的には、例えば、本発明は、図１９に示されるような、コンテンツを送受信する装
置（以下、コンテンツ送受信装置と称する）にも適用することも可能である。即ち、図１
９は、本発明が適用される情報処理装置の他の形態の一例を示している。或いは、図１９
は、本発明が適用される情報処理システムの構成例を示しているとも言える。
【０２２６】
　図１９に示されるように、この情報処理システムは、２以上の任意の台数のコンテンツ
送受信装置（図１９の例では、２台のコンテンツ送受信装置１０１Ａとコンテンツ送受信
装置１０１Ｂ）のそれぞれが、ネットワーク１０２を介して相互に接続されて構成されて
いる。
【０２２７】
　ネットワーク１０２は、例えば、有線により構築されているLAN（Local Area Network
）（以下、有線LANと称する）、無線により構築されているLAN（以下、無線LANと称する
）、または、インターネットなどの広域ネットワークである。
【０２２８】
　なお、この情報処理システムにおいて、ネットワーク１０２は必須な構成要素ではなく
、コンテンツ送受信装置１０１Ａとコンテンツ送受信装置１０１Ｂとは、ネットワーク１
０２を介さずに直接通信を行ってもよい。
【０２２９】
　図２０は、図１９の情報処理システムを構成するコンテンツ送受信装置１０１Ａとコン
テンツ送受信装置１０１Ｂとの機能的構成例を示している。
【０２３０】
　なお、以下、コンテンツ送受信装置１０１Ａとコンテンツ送受信装置１０１Ｂとを個々
に区別する必要が無い場合、単にコンテンツ送受信装置１０１と称する。
【０２３１】
　図２０に示されるように、コンテンツ送受信装置１０１は、メインコンテンツ生成部１
１１乃至スイッチ１２２から構成されている。ただし、センサ１１４と操作部１１３は、
コンテンツ送受信装置１０１の一構成要素と捉えてもよいし、コンテンツ送受信装置１０
１に接続されている外部機器と捉えてもよい。
【０２３２】
　また、メインコンテンツ生成部１１１乃至スイッチ１２２のそれぞれの形態は特に限定
されず、構成可能であれば、ソフトウエアで構成してもよいし、ハードウエアで構成して
もよいし、或いは、ソフトウエアとハードウエアの組合せで構成してもよい。
【０２３３】
　メインコンテンツ生成部１１１は、操作部１１３のユーザ操作に基づいて、メインコン
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テンツを生成し、多重化部（加算部）１２１に供給する。
【０２３４】
　上述したように、ここで言うコンテンツの全てがメインコンテンツとなり得るが、ここ
では、以下、説明の簡略上、メインコンテンツは、メール文章（テキストデータ）である
として説明する。
【０２３５】
　また、ここで言うコンテンツの全てが付帯コンテンツとなり得るが、ここでは、以下、
説明の簡略上、付帯コンテンツは、音楽（音声データ）であるとして説明する。
【０２３６】
　メインコンテンツ送信部１１２は、メインコンテンツ生成部１１１から多重化部１２１
を介して供給されるメインコンテンツを、ネットワーク１０２を介して他のコンテンツ送
受信装置に送信する。即ち、図１９のコンテンツ送受信装置１０１Ａのメインコンテンツ
送信部１１２は、メインコンテンツをネットワーク１０２を介してコンテンツ送受信装置
１０１Ｂに送信する。一方、図１９のコンテンツ送受信装置１０１Ｂのメインコンテンツ
送信部１１２は、メインコンテンツをネットワーク１０２を介してコンテンツ送受信装置
１０１Ａに送信する。
【０２３７】
　操作部１１３乃至コンテクスト情報取得部１１５のそれぞれは、上述した図３の操作部
８、センサ７、およびコンテクスト情報取得部２７のそれぞれと、基本的に同様の機能と
構成を有しているので、それらの説明については省略する。
【０２３８】
　履歴処理部１１６は、メール文章（ユーザ使用済みメインコンテンツ）を出力していた
時点とその近傍の時間帯において、図２０のコンテンツ送受信装置１０１を利用していた
ユーザに関連する１以上の情報からなる履歴情報を生成し、関連性記憶部１１７に記憶さ
せる。
【０２３９】
　例えば、ここでは、履歴処理部１１６は、メインコンテンツ生成部１１１から供給され
るメール文章（ユーザ使用済みメインコンテンツ）と、コンテクスト情報取得部１１５か
ら供給される、そのユーザ使用済みメインコンテンツを使用していた（メール文章の入力
操作を行っていた）時点のユーザのコンテクストを示すコンテクスト情報との組が供給さ
れる毎、履歴情報として、そのユーザ使用済みメインコンテンツと、それを使用した時点
のユーザのコンテクストとの関連性を示す関連性情報を生成し、関連性情報記憶部１１７
に記憶させる。
【０２４０】
　また、例えば、ここでは、履歴処理部１１６は、メインコンテンツ受信部１１８から供
給されるメール文章（ユーザ使用済みメインコンテンツ）と、コンテクスト情報取得部１
１５から供給される、そのユーザ使用済みメインコンテンツを使用していた（閲覧してい
た）時点のユーザのコンテクストを示すコンテクスト情報との組が供給される毎、履歴情
報として、そのユーザ使用済みメインコンテンツと、それを使用した時点のユーザのコン
テクストとの関連性を示す関連性情報を生成し、関連性情報記憶部１１７に記憶させる。
【０２４１】
　さらに、例えば、ここでは、履歴処理部１１６は、図２０では図示が省略されているが
、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９から供給される音楽（ユーザ使用済み付帯コン
テンツ）と、コンテクスト情報取得部１１５から供給される、その付帯コンテンツを使用
していた（聴いていた）時点のユーザのコンテクストを示すコンテクスト情報との組が供
給される毎、履歴情報として、そのユーザ使用済み付帯コンテンツと、それを使用した時
点のユーザのコンテクストとの関連性を示す関連性情報を生成し、関連性情報記憶部１１
７に記憶させる。
【０２４２】
　さらにまた、例えば、ここでは、履歴処理部１１６は、ユーザ使用済みメインコンテン
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ツが使用中またはその前後に、ユーザ使用済み付帯コンテンツも使用されていた場合、即
ち、ユーザがメール文章（メインコンテンツ）を書いたり読んだりする操作を行いながら
その操作の前後に、音楽（付帯コンテンツ）をBGMとして聴いていた場合、上述した図１
の履歴処理部１と同様に、履歴情報として、ユーザ使用済みメインコンテンツとユーザ使
用済み付帯コンテンツとの関連性を示す関連性情報を生成し、関連性情報記憶部１１７に
記憶させる。
【０２４３】
　或いは、例えば、履歴処理部１１６は、履歴情報として、ユーザ使用済みメインコンテ
ンツ、ユーザ使用済み付帯コンテンツ、および、それらを使用した時点のユーザのコンテ
クストといった３者のそれぞれの関連性をまとめて示す関連性情報を生成し、関連性情報
記憶部１１７に記憶させることもできる。
【０２４４】
　このように、関連性情報記憶部１１７には、履歴情報として、ユーザ使用済みメインコ
ンテンツ、ユーザ使用済み付帯コンテンツ、および、ユーザのコンテクストといた３者の
うちの任意の２者の関連性を示す関連性情報、または、それらの３者のそれぞれの関連性
を示す関連性情報が適宜記憶されることになる。
【０２４５】
　メインコンテンツ受信部１１８は、他のコンテンツ送受信装置から送信されてきたメイ
ンコンテンツをネットワーク１０２を介して受信し、スイッチ１２２がオン状態の場合、
ユーザ使用メインコンテンツとして出力する。即ち、図１９のコンテンツ送受信装置１０
１Ａのメインコンテンツ受信部１１８は、コンテンツ送受信装置１０１Ｂから送信されて
きたメインコンテンツをネットワーク１０２を介して受信する。一方、図１９のコンテン
ツ送受信装置１０１Ｂのメインコンテンツ受信部１１８は、コンテンツ送受信装置１０１
Ａから送信されてきたメインコンテンツをネットワーク１０２を介して受信する。
【０２４６】
　ユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９は、関連性情報記憶部１１７に記憶されている
関連性情報を参照して、現在のユーザに適する（ユーザの過去の履歴に照らし合わせてユ
ーザにとって適すると判断される）ユーザ使用付帯コンテンツを決定し、それを付帯コン
テンツ記憶部１２０から読み出して、ユーザ使用付帯コンテンツとして外部に出力する。
【０２４７】
　即ち、付帯コンテンツ記憶部１２０には、１以上の付帯コンテンツが記憶される。
【０２４８】
　多重化部１２１は、メインコンテンツ生成部１１１から供給されたメインコンテンツ（
メール文章）に対して、コンテクスト情報取得部１１５から供給されるコンテクスト情報
を多重化して、メインコンテンツ送信部１１２に供給する。即ち、メインコンテンツ送信
部１１２は、コンテクスト情報が付加されたメインコンテンツを送信することができる。
【０２４９】
　スイッチ１２２は、操作部１１３からの指令に基づいて、その状態をオン状態とオフ状
態とのうちのいずれか一方に切り替える。即ち、例えば、ここでは、ユーザが、メインコ
ンテンツ受信部１１８に受信されたメール文章（メインコンテンツ）を閲覧したい場合、
操作部１１３を操作して、スイッチ１２２をオン状態にさせる。すると、メインコンテン
ツ受信部１１８は、メール文章を出力する（例えば、表示装置に画像として表示させる）
。
【０２５０】
　このようなコンテンツ送受信装置１０１のうちの、履歴処理部１１６とユーザ使用付帯
コンテンツ決定部１１９のそれぞれの詳細な機能的構成例が、図２１と図２２のそれぞれ
に示されている。そこで、以下、図２１と図２２のそれぞれを参照して、履歴処理部１１
６とユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９のそれぞれの詳細な機能的構成例について、
その順番で説明する。
【０２５１】
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　図２１に示されるように、履歴処理部１１６は、メインコンテンツメタ情報取得部１３
１と関連性情報生成部１３２から構成される。
【０２５２】
　メインコンテンツメタ情報取得部１３１は、メインコンテンツ生成部１１１またはメイ
ンコンテンツ受信部１１８から、ユーザ使用済みメインコンテンツが入力される毎に、そ
のメインコンテンツメタ情報を取得して、関連性情報生成部１３２に供給する。
【０２５３】
　関連性情報生成部１３２には、このようにしてメインコンテンツメタ情報取得部１３１
からメインコンテンツメタ情報が供給される他、コンテクスト情報取得部１１５からのコ
ンテクスト情報やユーザ使用済み付帯コンテンツが供給される。
【０２５４】
　従って、関連性情報生成部１３２は、メインコンテンツメタ情報、コンテクスト情報、
および、ユーザ使用済み付帯コンテンツを適宜参照しながら、ユーザ使用済みメインコン
テンツ、ユーザ使用済み付帯コンテンツ、および、ユーザのコンテクストといた３者のう
ちの任意の２者の関連性を示す関連性情報、または、それらの３者のそれぞれの関連性を
まとめて示す関連性情報を適宜生成し、関連性情報記憶部１１７に記憶する。
【０２５５】
　次に、図２２を参照して、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９の詳細な機能的構成
例を説明する。
【０２５６】
　なお、図２２に示されるユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９は、メール文章（メイ
ンコンテンツ）が受信されてユーザに呈示されるときまたはその前後の時点において、ユ
ーザのその時点のコンテクストに適した音楽（付帯コンテンツ）を決定し、出力する（自
動再生する）ことを目的としているが、他の目的の場合、その機能的構成は若干異なるこ
とになる（例えば、後述する図３２参照）。従って、他の機能的構成を有するユーザ使用
付帯コンテンツ決定部１１９と区別する必要がある場合、図２２の機能的構成を有するユ
ーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９を、特に、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９
Ａと称する。
【０２５７】
　ユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９Ａは、メインコンテンツメタ情報取得部１４１
乃至対応付帯コンテンツ取得部１４４から構成される。
【０２５８】
　メインコンテンツメタ情報取得部１４１は、図２１のメインコンテンツメタ情報取得部
１３１と基本的に同様の構成と機能を有している。ただし、例えば、ここでは、メインコ
ンテンツメタ情報取得部１４１には、メインコンテンツ受信部１１８に受信され、ユーザ
によりこれから閲覧される或いは、閲覧中であるメール文章、即ち、ユーザ使用メインコ
ンテンツが入力される。従って、メインコンテンツメタ情報取得部１４１は、ユーザ使用
メインコンテンツに対応するメインコンテンツメタ情報を取得して、マッチング部１４２
に供給する。
【０２５９】
　マッチング部１４２は、メインコンテンツメタ情報取得部１４１から供給された、ユー
ザ使用メインコンテンツに対応するメインコンテンツメタ情報と、関連性情報記憶部２に
記憶されている１以上の関連性情報のそれぞれに含まれるメインコンテンツメタ情報との
類似度を演算し、その演算結果をコンテクスト推薦部１４３に供給する。
【０２６０】
　コンテクスト推定部１４３は、供給された演算結果（類似度）に基づいて、ユーザ使用
メインコンテンツと類似するユーザ使用済みメインコンテンツを特定し、特定されたユー
ザ使用済みメインコンテンツに対応する関連性情報を関連性情報記憶部２から取得する。
ただし、ここでは、例えば、ユーザ使用済みメインコンテンツと、ユーザのコンテクスト
との関連性を示す関連性情報が取得されるとする。そして、コンテクスト推定部１４３は
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、取得された関連性情報に含まれるコンテクスト情報が示すコンテクストを、ユーザ使用
メインコンテンツをユーザ使用したときのコンテクストであると推定し、そのコンテクス
ト情報を対応付帯コンテンツ取得部１４４に供給する。
【０２６１】
　対応付帯コンテンツ取得部１４４は、コンテクスト推定部１４３から供給されたコンテ
クスト情報を含む関連性情報を関連性情報記憶部１１７から取得する。ただし、ここでは
、例えば、ユーザ使用済み付帯コンテンツと、ユーザのコンテクストとの関連性を示す関
連性情報が取得されるとする。そして、コンテクスト推定部１４３は、取得された関連性
情報に含まれる情報が示す（その情報で特定される）付帯コンテンツを付帯コンテンツ記
憶部１２０から取得し、ユーザ使用付帯コンテンツとして出力する。
【０２６２】
　即ち、ここでは、対応付帯コンテンツ取得部１４４は、コンテクスト推定部１４３によ
り推定された、ユーザが受信されたメール文章（ユーザ使用メインコンテンツ）を閲覧す
るときのコンテクストに最も適した音楽（付帯コンテンツ）を出力するのである。
【０２６３】
　以上、図２０乃至図２２を参照して、本発明が適用される他の情報処理装置であるコン
テンツ送受信装置１０１の機能的構成の一例について説明した。このような機能的構成を
有するコンテンツ送受信装置１０１は、大別して、メインコンテンツを生成して送信する
処理（以下、送信処理と称する）と、他から送信されたメインコンテンツを受信して出力
する処理（以下、受信処理と称する）とを個別に実行することができる。
【０２６４】
　以下、図２３と、図２９のそれぞれのフローチャートを参照して、図２０乃至２２のコ
ンテンツ受信装置１０１が実行する送信処理と受信処理の具体例について、その順番で説
明する。
【０２６５】
　図２３の送信処理のステップＳ１０１において、メインコンテンツ生成部１１１は、メ
インコンテンツ（ここでは、メール文章）を生成し、多重化部１２１を介してメインコン
テンツ送信部１１２に供給する。なお、上述したように、多重化部１２１に、コンテクス
ト情報取得部１１５からのコンテクスト情報が供給されている場合、多重化部１２１にお
いて、メインコンテンツとコンテクスト情報とが多重化されてメインコンテンツ送信部１
１２に供給される。
【０２６６】
　ステップＳ１０２において、メインコンテンツ送信部１１２は、ステップＳ１０１の処
理でメインコンテンツ生成部１１１により生成されたメインコンテンツをネットワーク１
０２を介して他の装置に送信する。
【０２６７】
　ステップＳ１０３において、履歴処理部１１６は、上述したステップＳ１０１とＳ１０
２の処理（この送信処理）に関する履歴情報として関連性情報を生成し、関連性情報記憶
部１１７に記憶させる処理、即ち、関連性情報生成処理を実行する。
【０２６８】
　このステップＳ１０３の関連性情報生成処理の詳細な例が図２４のフローチャートに示
されている。そこで、以下、図２４のフローチャートを参照して、ステップＳ１０３の関
連性情報生成処理の詳細例について説明する。
【０２６９】
　はじめに、ステップＳ１１１において、図２１の履歴処理部１１６のメインコンテンツ
メタ情報取得部１３１は、ユーザ使用済みメインコンテンツ、例えば、いまの場合、メイ
ンコンテンツ生成部１１１により生成されたメール文章のメタ情報（メインコンテンツメ
タ情報）を取得し、関連性情報生成部１３２に供給する。
【０２７０】
　ステップＳ１１２において、関連性情報生成部１３２は、取得されたメタ情報に基づい
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て、ユーザ使用済みメインコンテンツの特徴を示す特徴情報を生成する。特徴情報の具体
例については後述する。
【０２７１】
　ステップＳ１１３において、関連性情報生成部１３２は、コンテクスト情報取得部１１
５から供給される、ユーザ使用済みメインコンテンツを使用していた時点のユーザのコン
テクストを示すコンテクスト情報を取得する。
【０２７２】
　ステップＳ１１４において、関連性情報生成部１３２は、ステップＳ１１２の処理で生
成されたユーザ使用済みメインコンテンツの特徴情報と、ステップＳ１１３の処理で取得
されたコンテクスト情報とを関連付けた情報（それらの２つの情報を共に含有する情報）
を、メインコンテンツと、それを使用した時点のユーザのコンテクストとの関連性を示す
関連性情報として生成する。
【０２７３】
　ステップＳ１１５において、関連性情報生成部１３２は、ステップＳ１１４の処理で生
成された関連性情報を関連性情報記憶部１１７に記憶させる。
【０２７４】
　これにより、図２４の関連性情報生成処理は終了となる。
【０２７５】
　以上の図２４の関連性情報生成処理は、図２３の送信処理または後述する図２９の受信
処理が実行される毎、または、図示せぬメインコンテンツのユーザ操作（使用）に対応す
るコンテンツ送受信装置１０１の処理毎に実行され、ユーザの履歴情報として、ユーザ使
用済みメインコンテンツと、それに対応するユーザのコンテクストとの関連性を示す関連
性情報が関連性情報記憶部１１７に蓄積されていく。
【０２７６】
　具体的には、例えば、コンテンツ送受信装置１０１が、図２３の送信処理を３回実行し
、その結果として、ユーザの操作部１１３の操作に基づく３つのメール文章(以下、メー
ル1,メール2,メール3と称する)を生成し、それぞれ送信したとする。
【０２７７】
　また、コンテクスト情報取得部１１５が、ユーザがメール1の生成操作（使用）したと
きには、コンテクスト情報として「楽しい」を取得し、ユーザがメール2の生成操作（使
用）したときには、コンテクスト情報として「緊張」を取得し、かつ、ユーザがメール3
の生成操作（使用）したときには、コンテクスト情報として「懐かしい」を取得したとす
る。
【０２７８】
　この場合、メール1,メール2,メール3のそれぞれに対して、上述した図２４の関連性情
報生成処理が個別に実行されて、３つの関連性情報が生成されて、関連性情報記憶部１１
７に記憶されることになる。
【０２７９】
　詳細には、例えば、いま、メール1,メール2,メール3のそれぞれに対するステップＳ１
１１の処理で、メインコンテンツメタ情報取得部１３１が、メール1乃至メール3のそれぞ
れを取得し、次の（Ｉａ）乃至（IIIａ）に示される１以上の単語（名詞）のそれぞれに
分解し、これらの（Ｉａ）乃至（IIIａ）の単語群のそれぞれを、メール1,メール2,メー
ル3のそれぞれに対するメインコンテンツメタ情報として取得し、関連性情報生成部１３
２に供給したとする。
【０２８０】
（Ｉａ）旅行、日程、旅行、行き先、地図、連絡、温泉、お土産、温泉
（IIａ）日程、連絡、会議、メモ、参加、メモ、会議
（IIIａ）行き先、地図、参加、音楽、フォーク、フォーク、音楽
【０２８１】
　この場合、メール1,メール2,メール3のそれぞれに対するステップＳ１１２の処理で、
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関連性情報生成部１３２は、メール1,メール2,メール3のそれぞれに対する特徴情報とし
て、はじめに、例えば、図２５に示されるような標準系の特徴ベクトル（旅行，日程，行
き先，地図，連絡，温泉，会議，メモ，参加，お土産，音楽，フォーク）である、特徴ベ
クトルCCV1a,CCV2a,CCV3aを生成する。図２５の例では、標準系の特徴ベクトルCCV1a,CCV
2a,CCV3aのそれぞれの成分には、上述した他の例にあわせて、対応するメインコンテンツ
メタ情報（「旅行」や「日程」等の単語）のメール文章内の登場頻度が代入されている。
【０２８２】
　従って、例えば、図２５に示されるように、特徴ベクトルCCV1aとして（2,1,1,1,1,2,0
,0,0,2,0,0）が生成される。特徴ベクトルCCV2aとして（0,1,0,0,1,0,2,2,1,0,0,0）が生
成される。特徴ベクトルCCV3aとして（0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,2,2）が生成される。
【０２８３】
　上述した他の例と同様に、この特徴ベクトルCCV1a,CCV2a,CCV3aのそれぞれを、メール1
,メール2,メール3のそれぞれに対する特徴情報として採用することができる。
【０２８４】
　ただし、ここでは、例えば、関連性情報生成部１３２が、この特徴ベクトルCCV1a,CCV2
a,CCV3aのそれぞれの各成分のうちの、２以上の値が代入されている成分に対応する単語
、即ち、対応するメール文章中に２回以上登場した単語含む情報をそれぞれ生成し、それ
らの情報を特徴情報として利用するとする。
【０２８５】
　即ち、ここでは、例えば、図２６に示されるような、「旅行」，「温泉」，「お土産」
といった３つの単語を含む特徴情報CCI1a、「会議」，「メモ」といった２つの単語を含
む特徴情報CCI2a、および、「音楽」，「フォーク」といった２つの単語を含む特徴情報C
CI3aのそれぞれが生成される。
【０２８６】
　次に、メール1,メール2,メール3のそれぞれに対するステップＳ１１３の処理で、関連
性情報生成部１３２は、図２５に示されるような、「楽しい」、「緊張」、および、「懐
かしい」のそれぞれを、コンテクスト情報取得部１１５から取得する。
【０２８７】
　そして、メール1,メール2,メール3のそれぞれに対するステップＳ１１４の処理で、関
連性情報生成部１３２は、図２６に示されるような、「楽しい」と特徴情報CCI1aとが関
連付けられた関連性情報CI1a、「緊張」と特徴情報CCI2aとが関連付けられた関連性情報C
I2a、および、「懐かしい」と特徴情報CCI3aとが関連付けられた関連性情報CI3aのそれぞ
れを生成する。
【０２８８】
　このようにして生成された関連性情報CI1a,CI2a,CI3aのそれぞれは、メール1,メール2,
メール3のそれぞれに対するステップＳ１１４の処理で、関連性情報記憶部１１７に記憶
される。
【０２８９】
　ところで、例えば、上述したように、コンテンツ送受信装置１０１が、図２３の送信処
理を３回実行し、メール1,メール2,メール3のそれぞれを生成し、それぞれ送信した時点
で、さらに、「Music1」，「Music2」，「Music3」のそれぞれの名称を持つ音楽（付帯コ
ンテンツ）をそれぞれ出力していたとする。
【０２９０】
　この場合、コンテンツ送受信装置１０１は、上述した図２４の関連性情報生成処理を実
行することで、ユーザ使用済みコンテンツ（メール1,メール2,メール3のそれぞれ）と、
それを使用した時点のユーザのコンテクストとの関連性を示す関連性情報の他に、さらに
、例えば、図２７の関連性情報生成処理を実行することで、ユーザ使用済み付帯コンテン
ツ（「Music1」，「Music2」，「Music3」のそれぞれの名称を持つ音楽）と、それを使用
した時点のユーザのコンテクストとの関連性を示す関連性情報も生成する。
【０２９１】
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　即ち、図２３のステップＳ１０３の処理として、図２４の関連性情報生成処理と、図２
７の関連性情報生成処理といった２つの処理が実行される。
【０２９２】
　以下、図２７の関連性情報生成処理について説明する。
【０２９３】
　ステップＳ１２１において、図２１の関連性情報生成部１３２は、コンテクスト情報取
得部１１５から供給される、ユーザ使用済み付帯コンテンツを使用していた時点のユーザ
のコンテクストを示すコンテクスト情報を取得する。
【０２９４】
　ステップＳ１２２において、関連性情報生成部１３２は、付帯コンテンツを示す情報と
、ステップＳ１２１の処理で取得されたコンテクスト情報とを関連付けた情報（それらの
２つの情報を共に含有する情報）を、付帯コンテンツと、それを使用した時点のユーザの
コンテクストとの関連性を示す関連性情報として生成する。
【０２９５】
　ステップＳ１２３において、関連性情報生成部１３２は、ステップＳ１２２の処理で生
成された関連性情報を関連性情報記憶部１１７に記憶させる。
【０２９６】
　これにより、図２７の関連性情報生成処理は終了となる。
【０２９７】
　なお、図２７の関連性情報生成処理は、上述した例では、図２３のステップＳ１０３の
処理のひとつとして実行されるとして説明したが、後述するように、図２９のステップＳ
１３７の処理のひとつとしても実行されることもあるし、メインコンテンツが使用されて
いないときであっても、付帯コンテンツが使用されれば、必要に応じて実行されることも
ある。
【０２９８】
　具体的には、例えば、いまの場合、「Music1」，「Music2」，「Music3」のそれぞれの
名称を持つ音楽に対応するステップＳ１２１の処理で、図２４のステップＳ１１３の処理
と同一の「楽しい」、「緊張」、および、「懐かしい」のそれぞれが取得されることにな
る。
【０２９９】
　そして、「Music1」，「Music2」，「Music3」のそれぞれの名称を持つ音楽に対応する
ステップＳ１２２の処理で、関連性情報生成部１３２は、図２８に示されるような、「楽
しい」と「Music1」とが関連付けられた関連性情報CI1b、「緊張」と「Music2」とが関連
付けられた関連性情報CI2b、および、「懐かしい」と「Music3」とが関連付けられた関連
性情報CI3bのそれぞれを生成する。
【０３００】
　このようにして生成された関連性情報CI1b,CI2b,CI3bのそれぞれは、「Music1」，「Mu
sic2」，「Music3」のそれぞれの名称を持つ音楽に対応するステップＳ１２３の処理で、
関連性情報記憶部１１７に記憶される。
【０３０１】
　従って、結局、いまの場合、以上のような３回の送信処理（図２３）に対する履歴情報
として、図２６に示される関連性情報CI1a,CI2a,CI3aのそれぞれと、図２８に示される関
連性情報CI1b,CI2b,CI3bのそれぞれが、関連性情報記憶部１１７に記憶される。
【０３０２】
　以上、図２０乃至２２のコンテンツ受信装置１０１が実行する送信処理の具体例につい
て説明した。
【０３０３】
　次に、図２９のフローチャートを参照して、図２０乃至２２のコンテンツ受信装置１０
１が実行する受信処理の具体例について説明する。
【０３０４】
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　他の装置からネットワーク１０２を介してメール文章（メインコンテンツ）が送信され
てきた場合、ステップＳ１３１において、図２０のメインコンテンツ受信部１１８は、そ
のメインコンテンツを受信する。
【０３０５】
　ステップＳ１３２において、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９は、現在のコンテ
ンツ送受信装置１０１の動作モードが、付帯コンテンツ（ここでは、上述したように、音
楽）の自動出力を行うモード（以下、付帯コンテンツ自動出力モードと称する）であるか
否かを判定する。なお、自動出力とは、上述した自動再生と同様の概念である。即ち、自
動再生とは、付帯コンテンツが音楽等の場合の自動出力の別称である。
【０３０６】
　ステップＳ１３２において、付帯コンテンツ自動出力モードであると判定された場合、
処理はステップＳ１３３に進む。ただし、ステップＳ１３３以降の処理については後述す
る。
【０３０７】
　これに対して、ステップＳ１３２において、付帯コンテンツ自動出力モードではないと
判定された場合、ステップＳ１３５において、メインコンテンツ受信部１１８は、メイン
コンテンツの使用（ここでは、メール文章の閲覧）が指示されたか否かを判定する。
【０３０８】
　スイッチ１２２がオフ状態の場合、ステップＳ１３５において、メインコンテンツの使
用が指示されていないと判定されて、処理はステップＳ１３５に戻されて、メインコンテ
ンツの使用が指示されたか否かが再度判定される。即ち、スイッチ１２２がオン状態に切
り替えられるまで、ステップＳ１３５の処理が繰り返し実行される。
【０３０９】
　なお、ユーザは、そのメール文章（メインコンテンツ）を閲覧せずに削除したいと所望
した場合、操作部１１３を操作して削除の指令をメインコンテンツ受信部１１８に入力さ
せる（指令入力を示す矢印は図２０には図示せず）ことで、ステップＳ１３５のループ処
理を終了させて、受信処理自体を強制的に終了させることもできる。
【０３１０】
　一方、ユーザが、そのメール文章（メインコンテンツ）を閲覧したいと所望した場合、
操作部１１３を操作して、スイッチ１２２をオン状態に切り替える。
【０３１１】
　すると、メインコンテンツ受信部１１８は、ステップＳ１３５において、メインコンテ
ンツの使用がユーザにより指示されたと判定し、ステップＳ１３６において、メインコン
テンツを出力する。即ち、ステップＳ１３６において、いまの場合、メインコンテンツで
あるメール文章が、画像として表示装置等に表示される。
【０３１２】
　ステップＳ１３７において、履歴処理部１１６は、上述したステップＳ１３１乃至Ｓ１
３６の処理（この受信処理）に関する履歴情報として関連性情報を生成し、関連性情報記
憶部１１７に記憶させる処理、即ち、関連性情報生成処理を実行する。
【０３１３】
　このステップＳ１３７の関連性情報生成処理として、例えば、上述した図２４のフロー
チャートに従った処理が実行される。即ち、ステップＳ１３７において、ユーザ使用済み
メインコンテンツ（受信され、ユーザに閲覧されたメール文章）と、それを使用した時点
のユーザのコンテクストとの関連性を示す関連性情報が生成され、関連性情報記憶部１１
７に記憶される。
【０３１４】
　さらに、いまの場合のように、コンテンツ送受信装置１０１の動作モードが付帯コンテ
ンツ自動出力モード以外であって、ユーザが操作部１１３を操作して指定した付帯コンテ
ンツ（音楽）が、上述したステップＳ１３１乃至Ｓ１３６の処理期間のうちの少なくとも
一部の期間で出力されていたとき、例えば、上述した図２７のフローチャートに従った処
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理が実行される。即ち、ステップＳ１３７において、ユーザ使用済み付帯コンテンツ（ユ
ーザがメール文章を閲覧していたときに出力された音楽）と、それを使用した時点のユー
ザのコンテクストとの関連性を示す関連性情報が生成され、関連性情報記憶部１１７に記
憶される。
【０３１５】
　これにより、受信処理は終了となる。
【０３１６】
　以上、コンテンツ送受信装置１０１の動作モードが付帯コンテンツ自動出力モード以外
の場合の受信処理について説明した。
【０３１７】
　以下、コンテンツ送受信装置１０１の動作モードが付帯コンテンツ自動出力モードであ
る場合の受信処理について説明する。
【０３１８】
　この場合、ステップＳ１３１の処理でメインコンテンツ（メール文章）が受信されると
、ステップＳ１３２の処理で付帯コンテンツ自動出力モードであると判定されて、処理は
ステップＳ１３３に進められる。
【０３１９】
　ステップＳ１３３において、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９は、関連性情報記
憶部１１７に記憶された関連性情報を適宜参照しつつ、ステップＳ１３１の処理で受信さ
れたメインコンテンツを使用した際のユーザのコンテクストを推定し、推定されたコンテ
クストに適する付帯コンテンツ（音楽）を決定する。なお、以下、このようなステップＳ
１３３の処理を、以下、付帯コンテンツ決定処理と称する。付帯コンテンツ決定処理の詳
細については、図３０のフローチャートを参照して後述する。
【０３２０】
　次に、ステップＳ１３４において、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９は、ステッ
プＳ１３３の付帯コンテンツ決定処理で決定された付帯コンテンツ（音楽）を、ユーザ使
用付帯コンテンツとして出力する。
【０３２１】
　即ち、ここでは、ステップＳ１３３の付帯コンテンツ決定処理で決定された音楽が自動
再生されることになる。
【０３２２】
　なお、図２９の例では、ステップＳ１３３とＳ１３４の処理は、ステップＳ１３６の前
に実行されるため、音楽の自動再生のタイミングは、ユーザがメール文章を閲覧する前（
メインコンテンツの出力処理であるステップＳ１３６の処理）となる。
【０３２３】
　しかしながら、音楽の自動再生のタイミングは、例えば、ユーザがメール文章を閲覧し
ている最中であっても構わない。このような場合、ステップＳ１３５の処理でＹＥＳであ
ると判定されたとき、ステップＳ１３６の処理と、ステップＳ１３３とＳ１３４の処理と
が並列して実行されることになる。
【０３２４】
　また、例えば、音楽の自動再生のタイミングは、ユーザがメール文章を閲覧した後であ
っても構わない。このような場合、ステップＳ１３６の処理の後、ステップＳ１３３とＳ
１３４の処理が実行されることになる。
【０３２５】
　次に、図３０のフローチャートを参照して、図２９のステップＳ１３３の付帯コンテン
ツ決定処理例の詳細について説明する。
【０３２６】
　ステップＳ１４１において、図２２のユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９Ａのメイ
ンコンテンツメタ情報取得部１４１は、メインコンテンツ（受信部１１８に受信されたメ
ール文章）のメタ情報（メインコンテンツメタ情報）を取得し、マッチング部１４２に供
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給する。
【０３２７】
　ステップＳ１４２において、マッチング部１４２は、取得されたメタ情報に基づいて、
メインコンテンツの特徴を示す特徴情報を生成する。
【０３２８】
　なお、このステップＳ１４１とＳ１４２の処理のそれぞれは、上述した図２４のステッ
プＳ１１１とＳ１１２の処理のそれぞれと、処理対象の違い、即ち、例えば、ここでは、
処理対象が、ステップＳ１４１とＳ１４２の処理では、ユーザがこれから閲覧する或いは
閲覧中であるメール文章であるのに対して、ステップＳ１１１とＳ１１２の処理では、ユ
ーザが既に閲覧したメール文章であることの違いはあるが、その他、基本的に同様の処理
である。従って、ステップＳ１４１とＳ１４２の処理の詳細な説明については省略する。
【０３２９】
　ステップＳ１４３において、マッチング部１４２は、ステップＳ１４２で生成されたメ
インコンテンツの特徴情報と、関連性情報記憶部１１７に予め保持（記憶）されている1
以上の関連性情報（ただし、ここでは、メインコンテンツとコンテクストの関連性情報）
に含まれる特徴情報のそれぞれとの類似度を演算し、その演算結果をコンテクスト推定部
１４３に供給する。
【０３３０】
　ステップＳ１４４において、コンテクスト推定部１４３は、類似度が所定の閾値以上の
特徴情報を含有する関連性情報（ただし、ここでは、メインコンテンツとコンテクストの
関連性情報であって、例えば、図２６の関連性情報CI1a，CI2a，CI3a等）を取得し、取得
された関連性情報に含まれるコンテクスト情報に基づいて、ユーザがメインコンテンツ（
ステップＳ１４１の処理でメタ情報が取得されたメインコンテンツ）を使用した際のコン
テクストを推定する。
【０３３１】
　このステップＳ１４４の処理で推定されたコンテクストに対応するコンテクスト情報、
即ち、類似度が所定の閾値以上の特徴情報を含有する関連性情報に含まれるコンテクスト
情報は、対応付帯コンテンツ取得部１４４に供給される。
【０３３２】
　ステップＳ１４５において、対応付帯コンテンツ取得部１４４は、関連性情報記憶部１
１７に予め保持（記憶）されている1以上の関連性情報（ただし、ここでは、付帯コンテ
ンツとコンテクストの関連性情報であって、例えば、図２８の関連性情報CI1b，CI2b，CI
3b等）の中から、推定されたコンテクストに対応するコンテクスト情報を含有する関連性
情報を取得する。
【０３３３】
　ステップＳ１４６において、対応付帯コンテンツ取得部１４４は、ステップＳ１４５の
処理で取得された関連性情報に含まれる付帯コンテンツを示す情報に対応する付帯コンテ
ンツを取得し、ユーザ使用付帯コンテンツとして決定する。
【０３３４】
　これにより、図３０の付帯コンテンツ決定処理は終了となる。
【０３３５】
　以下、図３０の付帯コンテンツ決定処理の具体例についてさらに説明する。
【０３３６】
　例えば、いま、図３１に示されるようなメール文章が、メインコンテンツ受信部１１８
に受信され、メインコンテンツメタ情報取得部１４１に供給されたとする。
【０３３７】
　また、関連性情報記憶部１１７には、上述した例にあわせて、図２６の関連性情報CI1a
，CI2a，CI3aのそれぞれと、図２８の関連性情報CI1b，CI2b，CI3bのそれぞれが記憶され
ているとする。
【０３３８】
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　この場合、ステップＳ１４１の処理で、メインコンテンツメタ情報取得部１４１は、図
３１のメール文章の内容である「先週、北海道に行ってきました。お土産買ってきました
。お茶スペースにあるので、よければどうぞ」から、次の（IVａ）のような単語群に分解
し、これらの各単語のそれぞれを、メインコンテンツメタ情報として取得し、マッチング
部１４２に供給する。
【０３３９】
（IVａ）お土産、お土産
【０３４０】
　なお、実際には、メインコンテンツメタ情報取得部１４１は、さらに「先週」や「北海
道」といった他の単語もメインコンテンツメタ情報として取得することになるが、ここで
は、上述した図２５に示される標準系の特徴ベクトル（旅行，日程，行き先，地図，連絡
，温泉，会議，メモ，参加，お土産，音楽，フォーク）の成分に対応する単語のみを、メ
インコンテンツメタ情報として取得するとする。
【０３４１】
　次に、ステップＳ１４２の処理で、マッチング部１４２は、（IVａ）で示されるメイン
コンテンツメタ情報から、図２５に示される標準形の特徴ベクトルCCVnaとして（0,0,0,0
,0,0,0,0,0,2,0,0）を生成する。さらに、マッチング部１４２は、特徴ベクトルCCVnaか
ら、「お土産」を含む特徴情報CIInaを生成する。
【０３４２】
　そして、マッチング部１４２は、ステップＳ１４３の処理で、特徴情報CIInaと、図２
６の関連性情報CI1aに含まれる特徴情報CII1a,関連性情報CI2aに含まれる特徴情報CII2a
，関連性情報CI3aに含まれる特徴情報CII3aのそれぞれとの類似度を演算し、その演算結
果をコンテクスト推定部１４３に供給する。
【０３４３】
　いまの場合、特徴情報CIInaと、図２６の関連性情報CI1aに含まれる特徴情報CII1aとが
最も類似度が高くなるので、ステップＳ１４４において、コンテクスト推定部１４３は、
この関連性情報CI1aに含まれる「楽しい」に基づいて、ユーザが図３１のメール文章を閲
覧する際のコンテクストは、例えば、「楽しい気分」になると推定する。そして、「楽し
い」というコンテクスト情報が対応付帯コンテンツ取得部１４４に供給される。
【０３４４】
　すると、ステップＳ１４５とＳ１４６の処理で、対応付帯コンテンツ取得部１４４は、
「楽しい」を含む図２８の関連性情報CI1bを取得し、その関連性情報CI1bに含まれる「Mu
sic1」という名称の音楽（付帯コンテンツ）を付帯コンテンツ記憶部１２０から取得して
、出力する。
【０３４５】
　このように、コンテンツ送受信装置１０１の動作モードが付帯コンテンツ自動出力モー
ドである場合、コンテンツ送受信装置１０１は、図３１のメール文章を受信すると、ユー
ザがそのメール文章を閲覧すると「楽しい気分」になると推定し、過去にユーザが「楽し
い気分」であったときに再生されていた「Music1」という名称の音楽を自動再生すること
ができる。
【０３４６】
　より一般的には、コンテンツ送受信装置１０１の動作モードが付帯コンテンツ自動出力
モードである場合、コンテンツ送受信装置１０１は、受信されたメール文章をユーザが閲
覧する前に（開封の操作を行う前に）、或いは、閲覧中に（開封する時点もしくはその時
点の後に）、受信されたメールを閲覧するときのユーザのコンテクストを推定し、推定さ
れたコンテクストに関連付けられた付帯コンテンツ（音楽や画像）を自動出力することが
できる。
【０３４７】
　このように、付帯コンテンツの自動出力タイミングは、特に限定されないが、開封前（
閲覧前）とすることで、ユーザは受信されたメール文章の雰囲気（それを閲覧した際自分
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がどういったコンテクストにおかれるのか）を予測することが可能になる。
【０３４８】
　また、上述したように、このとき自動出力される付帯コンテンツは、音楽に特に限定さ
れないので、文字だけからなる画像、アイコンからなる画像、もしくは、音などでもよい
し、文字自体の色やデザインが変化する画像であってもよい。このような付帯コンテンツ
でも、ユーザは、受信されたメール文章を閲覧しなくても、自動出力されている付帯コン
テンツを使用する（音の場合、聴くであり、画像の場合、見るである）ことで、そのメー
ルの雰囲気を感じ取ることができる。
【０３４９】
　さらに、コンテンツ送受信装置１０１がメール文章の音声を読み上げる（音声出力する
）機能を有している場合には、受信されたメール文章も付帯コンテンツとしてみなし、そ
のメール文章を読み上げる（自動出力する）際には、推定されたユーザのコンテクストに
応じて、その声質や声色を変えることができる。
【０３５０】
　また、このように、受信されたメール文章も付帯コンテンツとしてみなすことで、推定
されたコンテクストに応じて、出力先を変えることができる。即ち、出力先は、図２０の
例では外部とされているが、コンテンツ送受信装置１０１が内蔵するメモリ（図示せず）
に設けられている各フォルダとしてもよく、この場合、推定されたコンテクスト別、例え
ば、感情別に、受信されたメール文章を記憶させるフォルダを分類することが可能になる
。或いは、例えば、コンテンツ送受信装置１０１が携帯電話機やPDA(Personal Digital A
ssistants)として構成される場合、出力先として、デスクトップ型の他のコンピュータと
することで、ユーザが休暇中このコンテンツ送受信装置１０１を持参していても、コンテ
ンツ送受信装置１０１は、楽しい（と推定される）メール文章しか受信せず、気分を害し
そうな（と推定される）メール文章をデスクトップで型の他のコンピュータに転送させる
といった、用途の異なる受信端末間でフィルタリング処理を実行することもできる。
【０３５１】
　ところで、上述したように、このコンテンツ送受信装置１０１は、送信者（ユーザ）の
コンテクストを示すコンテクスト情報をメール文章（メインコンテンツ）に付加して送信
することができる。即ち、ユーザは送信相手に対して、自分のコンテクストを示すコンテ
クスト情報を付加したメール文章を送信することができる。例えば、ユーザは、送信相手
に対して、お礼の内容を含むメール文章を送信するときに、お礼の気持ちを示すコンテク
スト情報、例えば、「嬉しい」といった情報を、そのメール文章に付加して送信すること
ができる。
【０３５２】
　従って、受信側のコンテンツ送受信装置１０１側では、このようなコンテクスト情報が
付加されたメール文章を受信した場合、受信側の他のユーザの履歴に基づいて、そのメー
ル文章に付加されたコンテクスト情報が示すコンテクストと関連付けられた音楽（付帯コ
ンテンツ）を自動出力することも可能である。即ち、上述したように、「嬉しい」という
コンテクスト情報がメール文章に付加されている場合、その「嬉しい」というコンテクス
トに適する音楽の自動出力が可能である。
【０３５３】
　ここで、注目すべき点は、このとき自動出力される音楽は、送信側のユーザではなく、
受信側の他のユーザにとって、「嬉しい」等のコンテクストに適する音楽である点である
。
【０３５４】
　詳細には、上述したように、従来、送信側のユーザは、「嬉しい」というコンテクスト
を受信側の他のユーザに伝えるために、送信側のユーザが考える「嬉しい」に適した音楽
を、メール文章に付加して、受信側の他のユーザに送ることはできた。しかしながら、受
信側の他のユーザは、このようにしてメール文章に付加された音楽を聴いたとしても、そ
の音楽から「嬉しい」というコンテクストを想像するとは限らない。即ち、受信側の他の
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ユーザは、送信側のユーザのコンテクストを誤解してしまう可能性もある。
【０３５５】
　そこで、本実施の形態においては、送信側のコンテンツ送受信装置１０１が、送信側の
ユーザのコンテクストを示すコンテクスト情報を、受信側のコンテンツ送受信装置１０１
に送信し、受信側のコンテンツ送受信装置１０１が、受信側の他のユーザから見て、その
コンテクスト情報が示すコンテクストに適する音楽を推定し、推定された音楽を自動再生
するのである。
【０３５６】
　図３２は、このように、コンテクスト情報が付加されたメール文章（メインコンテンツ
）が受信されてユーザに呈示されるときまたはその前後の時点において、受信側のユーザ
（送信側のユーザから見た場合、他のユーザ）にとって、メール文章に付加されたコンテ
クスト情報が示すコンテクストに適した音楽（付帯コンテンツ）を決定し、出力する（自
動再生する）ことを目的とする、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９の機能的構成例
を示している。
【０３５７】
　なお、以下、図３２の機能的構成を有するユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９を、
上述した図２２の機能的構成を有するユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９Ａ等と区別
するために、特に、ユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９Ｂと称する。
【０３５８】
　ユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９Ｂは、コンテクスト情報分離部１５１乃至対応
付帯コンテンツ取得部１５４から構成される。
【０３５９】
　コンテクスト情報分離部１５１には、メインコンテンツ受信部１１８に受信され、ユー
ザによりこれから閲覧される或いは、閲覧中であるメール文章であって、コンテクスト情
報が付加されたメール文章が入力される。即ち、コンテクスト情報分離部１５１には、ユ
ーザ使用メインコンテンツが入力される。従って、コンテクスト情報分離部１４１は、入
力されたユーザ使用メインコンテンツ、即ち、コンテクスト情報が付加されたメール文章
から、コンテクスト情報を分離させ、マッチング部１５２に供給する。
【０３６０】
　マッチング部１５２は、コンテクスト情報分離部１５１から供給されコンテクスト情報
と、関連性情報記憶部１１７に記憶されている１以上の関連性情報のそれぞれに含まれる
コンテクスト情報との類似度を演算し、類似度が閾値以上のコンテクスト情報を含む関連
性情報を取得し、類似メインコンテンツ選定部１５３に供給する。ただし、ここでは、例
えば、ユーザ使用済みメインコンテンツの特徴情報と、コンテクスト情報とを含む関連性
情報（例えば、図２６の関連性情報CI1a，CI2a,CI3a等）が取得されるとする。
【０３６１】
　類似メインコンテンツ選定部１５３は、供給された関連性情報に含まれる特徴情報に対
応するユーザ使用済みメインコンテンツ（過去に閲覧したメール文章等）を、今回受信さ
れたメール文章と類似する類似メインコンツであると選定し、その特徴情報を対応付帯コ
ンテンツ取得部１５４に供給する。
【０３６２】
　対応付帯コンテンツ取得部１５４は、類似メインコンテンツ選定部１５３から供給され
た特徴情報を含む関連性情報を関連性情報記憶部１１７から取得する。ただし、ここでは
、例えば、ユーザ使用済み付帯コンテンツと、ユーザ使用済みメインコンテンツとの関連
性を示す関連性情報（例えば、上述した図５の関連性情報CI1,CI2,CI3）が取得されると
する。そして、対応付帯コンテンツ取得部１５４は、取得された関連性情報に含まれる情
報が示す（その情報で特定される）付帯コンテンツを付帯コンテンツ記憶部１２０から取
得し、ユーザ使用付帯コンテンツとして出力する。
【０３６３】
　即ち、ここでは、対応付帯コンテンツ取得部１５４は、ユーザが過去に閲覧したメール
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文章のうちの、今回受信されたメール文章（ユーザ使用メインコンテンツ）と類似するメ
ール文章、即ち、受信されたメール文章に添付されたコンテクスト情報が示すコンテクス
トと同一または類似のコンテクストで過去に閲覧したメール文章に対応付けられている音
楽（ユーザがその類似メール文章を閲覧したときに出力されていた音楽）を自動再生する
のである。
【０３６４】
　このように、上述した図３２の例では、関連性情報記憶部１１７に記憶されている関連
性情報のうちの、ユーザ使用済みメインコンテンツと、コンテクストとの関連性を示す関
連性情報（例えば、図２６の関連性情報CI1a，CI2a,CI3a等）と、ユーザ使用済み付帯コ
ンテンツと、ユーザ使用済みメインコンテンツとの関連性を示す関連性情報（例えば、上
述した図５の関連性情報CI1,CI2,CI3）とが使用された。即ち、図３２は、この２つの種
類の関連性情報を使用するユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９Ｂの機能的構成例を示
している。
【０３６５】
　ただし、例えば、関連性情報記憶部１１７に、ユーザ使用済み付帯コンテンツの特徴情
報と、コンテクスト情報とを含む関連性情報（例えば、図２８の関連性情報CI1b，CI2b,C
I3b等）が記憶されていれば、類似メインコンテンツ選定部１５３は不要になる。即ち、
図示はしないが、この１種類の関連性情報を使用するユーザ使用付帯コンテンツ決定部１
１９は、例えば、コンテクスト情報分離部１５１、マッチング部１５２、および、対応付
帯コンテンツ取得部１５４から構成することができる。
【０３６６】
　この場合、マッチング部１５２は、コンテクスト情報分離部１５１から供給されコンテ
クスト情報と、関連性情報記憶部１１７に記憶されている１以上の関連性情報のそれぞれ
に含まれるコンテクスト情報との類似度を演算し、類似度が閾値以上のコンテクスト情報
を含む関連性情報を取得し、対応付帯コンテンツ取得部１５４に供給する。繰り返しにな
るが、ここでは、例えば、ユーザ使用済み付帯コンテンツの特徴情報と、コンテクスト情
報とを含む関連性情報（例えば、図２８の関連性情報CI1b，CI2b,CI3b等）が取得される
とする。
【０３６７】
　対応付帯コンテンツ取得部１５４は、マッチング部１５２から供給された関連性情報に
含まれる情報が示す（その情報で特定される）付帯コンテンツを付帯コンテンツ記憶部１
２０から取得し、ユーザ使用付帯コンテンツとして出力する。
【０３６８】
　即ち、ここでは、対応付帯コンテンツ取得部１５４は、過去に出力された音楽のうちの
、受信されたメール文章に添付されたコンテクスト情報が示すコンテクストと同一または
類似のコンテクストで過去にユーザが聞いた音楽を自動再生するのである。
【０３６９】
　次に、図３３のフローチャートを参照して、図３２のユーザ使用付帯コンテンツ決定部
１１９Ｂが実行する付帯コンテンツ決定処理、即ち、ユーザ使用済みメインコンテンツと
、コンテクストとの関連性を示す関連性情報（例えば、図２６の関連性情報CI1a，CI2a,C
I3a等）と、ユーザ使用済み付帯コンテンツと、ユーザ使用済みメインコンテンツとの関
連性を示す関連性情報（例えば、上述した図５の関連性情報CI1,CI2,CI3）といった、２
つの種類の関連性情報を使用する付帯コンテンツ決定処理について説明する。
【０３７０】
　例えば、いま、上述した図２９のステップＳ１３１の処理で、図２０のメインコンテン
ツ受信部１１８に、コンテクスト情報が付加されたメール文章が受信され、上述したよう
に、図２０のコンテンツ送受信装置１０１の動作モードが付帯コンテンツ自動出力モード
である場合、即ち、図２９のステップＳ１３２において、付帯コンテンツ自動出力モード
であると判定された場合、処理はステップＳ１３３に進む。
【０３７１】
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　この場合、図３３のフローチャートに従って、ステップＳ１３３の付帯コンテンツ決定
処理が実行される。
【０３７２】
　即ち、はじめに、ステップＳ１６１において、図３２のコンテクスト情報分離部１５１
には、メインコンテンツ受信部１１８に受信されたメール文章（受信メインコンテンツ）
から、それに付与されたコンテクスト情報を分離させ、マッチング部１５２に供給する。
【０３７３】
　ステップＳ１６２において、マッチング部１５２は、関連性情報記憶部１１７に予め保
持（記憶）されている１以上の関連性情報（メインコンテンツとコンテクストとの関連性
情報）の中から、ステップＳ１６１の処理で分離されたコンテクスト情報と同一のコンテ
クスト情報を含有する関連性情報を取得する。
【０３７４】
　なお、このステップＳ１６２の処理は、例えば、上述した図２６の関連性情報CI1a，CI
2a,CI3a等のように、「楽しい」，「緊張」，「懐かしい」といった１つのコンテクスト
情報を含む関連性情報を利用する場合の処理例である。
【０３７５】
　従って、例えば、２以上のコンテクスト情報を含む関連性情報を利用する場合には、ス
テップＳ１６２の処理を実行してもよいし、代わりに、次のような処理を実行してもよい
。即ち、１以上の関連性情報のそれぞれに含まれるコンテクスト情報と、分離された関連
性情報との類似度を演算し、類似度が閾値以上のコンテクスト情報を含む関連性情報を取
得する、といった処理である。
【０３７６】
　次に、ステップＳ１６３において、類似メインコンテンツ選定部１５３は、ステップＳ
１６３の処理で取得された関連性情報に含まれる特徴情報に対応するユーザ使用済みメイ
ンコンテンツ（過去に閲覧したメール文章等）を、受信メインコンテンツ（直前の図２９
のステップＳ１３１の処理で受信されたメール文章）と類似する類似メインコンテクスト
として選定し、その特徴情報を対応付帯コンテンツ取得部１５４に供給する。
【０３７７】
　ステップＳ１６４において、対応付帯コンテンツ取得部１４４は、関連性情報記憶部１
１７に予め保持された（記憶された）１以上の関連性情報（付帯コンテンツとメインコン
テンツとの関連性情報であって、例えば、上述したように、図５の関連性情報CI1,CI2,CI
3）の中から、ステップＳ１６３の処理で選定されたメインコンテンツに対応する特徴情
報、即ち、類似メインコンテンツ選定部１５３から供給された特徴情報を含む関連性情報
を取得する。
【０３７８】
　ステップＳ１６５において、対応付帯コンテンツ取得部１４４は、ステップＳ１６４の
処理で取得された関連性情報に含まれる付帯コンテンツを示す情報に対応する付帯コンテ
ンツ（ここでは音楽）を付帯コンテンツ記憶部１２０から取得し、ユーザ使用付帯コンテ
ンツとして決定する。
【０３７９】
　以上の処理の結果、図２９のステップＳ１３３の付帯コンテンツ決定処理は終了となり
、この付帯コンテンツ決定処理により決定されたユーザ使用付帯コンテンツが出力される
。即ち、ここではステップＳ１６５の処理で取得された音楽が自動再生される。
【０３８０】
　これにより、自動再生された音楽を聴いた受信側のユーザ（送信側のユーザから見た場
合、他のユーザ）は、その音楽から、送信側の他のユーザのコンテクストを容易に想像す
ることができる。即ち、受信側のユーザは、受信されたメール文章を読まなくても、その
メール文章の雰囲気を感じ取ることができる。
【０３８１】
　なお、図３３の付帯コンテンツ決定処理においても、上述した図３０の付帯コンテンツ
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決定処理と同様に、自動出力される（と決定された）付帯コンテンツは、音楽に特に限定
されず、文字だけからなる画像、アイコンからなる画像、もしくは、音などでもよいし、
文字自体の色やデザインが変化する画像であってもよい。或いは、例えば、「送信側のユ
ーザは、こんなコンテクストだよ」といったメッセージの音声または画像であってもよい
。このような付帯コンテンツでも、ユーザは、受信されたメール文章を閲覧しなくても、
自動出力されている付帯コンテンツを使用する（音の場合、聴くであり、画像の場合、見
るである）ことで、そのメールの送信者（送信側のユーザ）のコンテクストを推定できる
ので、そのメール文章の雰囲気を感じ取ることができる。
【０３８２】
　さらに、上述した図３０の付帯コンテンツ決定処理と同様に、コンテンツ送受信装置１
０１がメール文章の音声を読み上げる（音声出力する）機能を有している場合には、受信
されたメール文章も付帯コンテンツとしてみなし、そのメール文章を読み上げる（自動出
力する）際には、推定されたユーザのコンテクストに応じて、その声質や声色を変えるこ
とができる。
【０３８３】
　また、上述した図３０の付帯コンテンツ決定処理と同様に、このように、受信されたメ
ール文章も付帯コンテンツとしてみなすことで、推定されたコンテクストに応じて、出力
先を変えることができる。即ち、出力先は、図２０の例では外部とされているが、コンテ
ンツ送受信装置１０１が内蔵するメモリ（図示せず）に設けられている各フォルダとして
もよく、この場合、推定されたコンテクスト別、例えば、感情別に、受信されたメール文
章を記憶させるフォルダを分類することが可能になる。或いは、例えば、コンテンツ送受
信装置１０１が携帯電話機やPDA(Personal Digital Assistants)として構成される場合、
出力先として、デスクトップ型の他のコンピュータとすることで、ユーザが休暇中このコ
ンテンツ送受信装置１０１を持参していても、コンテンツ送受信装置１０１は、楽しい（
という送信者側のコンテクストの）メール文章しか受信せず、気分を害している（という
送信者側のコンテクストの）メール文章をデスクトップで型の他のコンピュータに転送さ
せるといった、用途の異なる受信端末間でフィルタリング処理を実行することもできる。
【０３８４】
　以上、本発明が適用される情報処理装置の実施の形態として、図１に示される情報処理
装置と、図２０に示されるコンテンツ送受信装置１０１といった２つの実施の形態につい
て説明したが、本発明が適用される情報処理装置はこの２つの形態に限定されず、基本的
には次のような構成の形態であればよい。
【０３８５】
　即ち、本発明が適用される情報処理装置は、メインコンテンツと付帯コンテンツとを出
力可能な情報処理装置であって、出力済みのメインコンテンツを情報処理装置が出力して
いた時点とその近傍の時間帯において、情報処理装置を利用していたユーザに関連する1
以上の情報からなる履歴情報を生成する履歴情報生成部と、履歴情報生成部により生成さ
れた履歴情報を１以上記憶する履歴情報記憶部と、付帯コンテンツを１以上記憶するコン
テンツ記憶部と、コンテンツ記憶部に記憶された１以上の付帯コンテンツのそれぞれの特
徴と、履歴情報記憶部に記憶されている１以上の履歴情報とに基づいて、新たなメインコ
ンテンツの出力中またはその前後に出力されることがユーザにとって相応しいと判断され
る付帯コンテンツを決定する決定部とを少なくとも備えていればよい。
【０３８６】
　換言すると、図１の情報処理装置は、履歴情報生成部として履歴処理部１が、履歴情報
記憶部として関連性情報記憶部２が、コンテンツ記憶部として付帯コンテンツ記憶部３が
、決定部としてユーザ使用付帯コンテンツ決定部６が、それぞれ採用された場合の本発明
が適用される情報処理装置の一実施形態である。
【０３８７】
　また、図２０のコンテンツ送受信装置１０１は、履歴情報生成部として履歴処理部１１
６が、履歴情報記憶部として関連性情報記憶部１１７が、コンテンツ記憶部として付帯コ
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ンテンツ記憶部１２０が、決定部としてユーザ使用付帯コンテンツ決定部１１９が、それ
ぞれ採用された場合の本発明が適用される情報処理装置の一実施形態である。
【０３８８】
　このような、本発明が適用される情報処理装置は、メインコンテンツの出力中またはそ
の前後に、その時点のユーザの状況に適した付帯コンテンツを容易に出力することができ
るという効果を奏することが可能になる。
【０３８９】
　具体的には、例えば、図１の情報処理装置と、図２０のコンテンツ送受信装置１０１の
それぞれは、次のような効果を奏することが可能になる。
【０３９０】
　即ち、図１の情報処理装置が奏することが可能な効果とは、これまで、ＢＧＭやＢＧＶ
等の付帯コンテンツは自分で選択して楽しむものであったものが、その付帯コンテンツを
操作対象となるテキスト（メインコンテンツ）と関連付けて、現時点の操作（その操作対
象となっているメインコンテンツ）に適する付帯コンテンツを自動的に選択し、再生する
ことができる効果である。
【０３９１】
　また、図２０のコンテンツ送受信装置１０１が奏することが可能な効果とは、これまで
、メール文章（メインコンテンツ）の送受信と画像や音楽（付帯コンテンツ）の関連に関
しては、送り手（送信側のユーザ）が選択した画像や音楽を送る、または自分（受信側の
ユーザ）で画像や音楽を選ぶということしかできなかったみのが、ユーザ個々人が最も適
合すると感じるものを自動的に選択できるようになり、演出効果を高めることができるよ
うになった効果である。例えば、着メロの進化サービスとして、受信時にメールの内容を
分析し学習しておくことにより、音で内容や相手を知らせる場合に、ユーザが着信音など
を予め設定しておくことなく、ユーザのイメージに最も適合する音や画像などを呈示する
ことができる効果である。
【０３９２】
　ところで、上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるが、ソ
フトウエアにより実行させることができる。
【０３９３】
　この場合、図１の情報処理装置と、図２０のコンテンツ送受信装置１０１のそれぞれは
、例えば、図３４に示されるようなパーソナルコンピュータで構成することができる。
【０３９４】
　図３４において、CPU（Central Processing Unit）２０１は、ROM（Read Only Memory
）２０２に記録されているプログラム、または記憶部２０８からRAM（Random Access Mem
ory）２０３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM２０３にはま
た、CPU２０１が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
【０３９５】
　CPU２０１、ROM２０２、およびRAM２０３は、バス２０４を介して相互に接続されてい
る。このバス２０４にはまた、入出力インタフェース２０５も接続されている。
【０３９６】
　入出力インタフェース２０５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部２０６、デ
ィスプレイなどよりなる出力部２０７、ハードディスクなどより構成される記憶部２０８
、および、モデム、ターミナルアダプタなどより構成される通信部２０９が接続されてい
る。通信部２０９は、インターネットを含むネットワークを介して他の情報処理装置（図
示せず）との通信処理を行う。
【０３９７】
　入出力インタフェース２０５にはまた、必要に応じてドライブ５１０が接続され、磁気
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどよりなるリムーバブル
記録媒体５１１が適宜装着され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必
要に応じて記憶部２０８にインストールされる。
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【０３９８】
　一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、そのソフトウエアを構成するプ
ログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプロ
グラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパ
ーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
【０３９９】
　このようなプログラムを含む記録媒体は、図３４に示されるように、装置本体とは別に
、ユーザにプログラムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気デ
ィスク（フロッピディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memo
ry),DVD(Digital Versatile Disk)を含む）、光磁気ディスク（ＭＤ（Mini-Disk）を含む
）、もしくは半導体メモリなどよりなるリムーバブル記録媒体（パッケージメディア）５
１１により構成されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供され
る、プログラムが記録されているROM２０２や、記憶部２０８に含まれるハードディスク
などで構成される。
【０４００】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、そ
の順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくと
も、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０４０１】
　また、本明細書において、システムとは、複数の装置や処理部により構成される装置全
体を表すものである。
【図面の簡単な説明】
【０４０２】
【図１】本実施の形態の情報処理装置の機能的構成例を示すブロック図である。
【図２】図１の履歴処理部の機能的構成例を示すブロック図である。
【図３】図１のユーザ使用付帯コンテンツ決定部の機能的構成例を示すブロック図である
。
【図４】図１の情報処理装置が実行する関連性情報生成処理を説明するフローチャートで
ある。
【図５】図４の関連性情報生成処理で生成される関連性情報の一例を示す図である。
【図６】図１の情報処理装置が実行するユーザ使用付帯コンテンツ決定処理を説明するフ
ローチャートである。
【図７】ユーザ使用メインコンテンツの特徴ベクトルの例を示す図である。
【図８】図７の特徴ベクトルとの類似度を演算するために生成される行列Ａの例を示す図
である。
【図９】図７の特徴ベクトルと図８の行列Ａの列成分である特徴ベクトルの類似度の演算
結果を示す図である。
【図１０】図４の関連性情報生成処理で使用される関連性情報の一例を示す図である。
【図１１】ユーザ使用メインコンテンツの特徴ベクトルの例を示す図である。
【図１２】図１１の特徴ベクトルとの類似度を演算するために生成される行列Ｃの例を示
す図である。
【図１３】図１１の特徴ベクトルと図１２の行列Ｃの列成分である特徴ベクトルの類似度
の演算結果を示す図である。
【図１４】図１１の特徴ベクトルと図１２の行列Ｃの列成分である特徴ベクトルとのコン
テクスト情報を０とした場合の類似度の演算結果を示す図である。
【図１５】図１の情報処理装置が実行する付帯コンテンツ特徴情報生成処理例を説明する
フローチャートである。
【図１６】図１の情報処理装置が実行するユーザ使用付帯コンテンツ決定処理例を説明す
るフローチャートである。
【図１７】図１の情報処理装置が実行する関連性情報更新処理例を説明するフローチャー
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トである。
【図１８】図１の情報処理装置が実行する関連性情報更新処理（学習処理）例を説明する
フローチャートである。
【図１９】本発明が適用される情報処理システムの構成例を示すブロック図である。
【図２０】図１９のコンテンツ送受信装置の機能的構成例を示すブロック図である。
【図２１】図２０の履歴処理部の機能的構成例の詳細を示すブロック図である。
【図２２】図２０のユーザ使用付帯コンテンツ決定部の機能的構成例の詳細を示すブロッ
ク図である。
【図２３】図２０のコンテンツ送受信装置が実行する送信処理例を説明するフローチャー
トである。
【図２４】図２３の関連性情報生成処理の詳細例を説明するフローチャートである。
【図２５】図２４の関連性情報生成処理で利用されるメインコンテンツの特徴の一例を示
す図である。
【図２６】図２５のメインコンテンツに対して図２４の関連性情報生成処理が実行された
結果生成される関連性情報の一例を示す図である。
【図２７】図２３の関連性情報生成処理の詳細例を説明するフローチャートである。
【図２８】図２５のメインコンテンツに対して図２７の関連性情報生成処理が実行された
結果生成される関連性情報の一例を示す図である。
【図２９】図２０のコンテンツ送受信装置が実行する受信処理例を説明するフローチャー
トである。
【図３０】図２９の付帯コンテンツ決定処理の詳細例を説明するフローチャートである。
【図３１】図３０の付帯コンテンツ決定処理で使用される受信メインコンテンツ（メール
文章）の例を示す図である。
【図３２】図２０のユーザ使用付帯コンテンツ決定部の機能的構成の詳細例を示すブロッ
ク図である。
【図３３】図２９の付帯コンテンツ決定処理の詳細例を説明するフローチャートである。
【図３４】本発明が適用される情報処理装置のハードウエアの構成例を示すブロック図で
ある。
【符号の説明】
【０４０３】
　１　履歴処理部，　２　関連性情報記憶部，　３　付帯コンテンツ記憶部３，　４　付
帯コンテンツメタ情報記憶部，　５　付帯コンテンツメタ情報取得部，　６　ユーザ使用
付帯コンテンツ決定部，　７　センサ，　８　操作部，　１１　メインコンテンツメタ情
報取得部，　１２　関連性情報生成部，　１３　コンテクスト情報取得部，　２１　メイ
ンコンテンツメタ情報取得部，　２２　マッチング部，　２３　付帯コンテンツ推薦部，
　２４　スイッチ，　２５　付帯コンテンツ出力部，　２６　付帯コンテンツ情報呈示部
，　１０１　コンテンツ送受信装置，　１１１　メインコンテンツ生成部，　１１２　メ
インコンテンツ送信部，　１１３　操作部，　１１４　センサ，　１１５　コンテクスト
情報取得部，　１１６　履歴処理部，　１１７　関連性情報記憶部，　１１８　メインコ
ンテンツ受信部，　１１９　ユーザ使用付帯コンテンツ決定部，　１２０　付帯コンテン
ツ記憶部，　１２１　多重化部，　１３１　メインコンテンツメタ情報取得部，　１３２
　関連性情報生成部，　１４１　メインコンテンツメタ情報取得部，　１４２　マッチン
グ部，　１４３　コンテクスト推定部１４３　対応付帯コンテンツ取得部，　１５１　コ
ンテクスト情報分離部，　１５２　マッチング部，　１５３　類似メインコンテンツ選定
部，　１５４　対応付帯コンテンツ取得部，　２０１　CPU
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